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　はじめに

　近年は、急速に進行する少子高齢化や地域社会の変化とともに、価値観が多様化し、グロー

バル化も急速に進むなど、将来を見越すことが困難な社会になっています。

　教育を取り巻く環境も複雑化・多様化しており、2020年度（平成32年度）から国の教育改革

の根幹をなす次の学習指導要領がスタートし、国を挙げて子どもたちの学力・体力、ひいては、

これからの社会を力強く生きていくための人間力の向上に向けた、新しい学びが始まります。

　本市は、縄文文化からアイヌ文化、そして武家文化に至る特異な歴史の変遷を経ており、と

りわけ、先祖伝来の地を離れ、アイヌの人々の助力を得てこの朔北の地に挑んだ仙台藩亘理伊

達家の進取の気風は、現在の本市のまちづくり、ひとづくりに引き継がれております。

　新しい時代の新しい学びに対応するためには、郷土の歴史・文化を継承・発展させるととも

に、進取の精神を持って、伊達市をはじめあらゆる地域や世界を舞台に活躍する資質・能力を

身に付けることができるよう、コミュニケーション能力を高め、多様な考え方を共有しつつ、

仲間と協力しながら、地球規模の視野で考え地域の視点で行動できる「グローカル」（Glocal

＝Think globally,act locally.)」人材の育成を目指した教育活動が一層求められることとな

ります。

　また、超高齢社会の到来により、市民一人ひとりが生涯にわたり、いつでもどこでも学ぶこ

とができ、その学びの成果を生かすことのできる生涯学習社会を基盤として、学校教育や社会

教育等のあらゆる学びの連携を図った取組の充実・改善も一層重要になるものと考えられます。

　このような背景を踏まえて、今後10年間の伊達市の教育の目標や方向性を明らかにし、これ

らに基づき教育に関する取組を総合的に進めていくことを目的に、「伊達市教育振興基本計画

（2019年度（平成31年度）～2028年度）」を策定いたしました。

　最後に、この計画の策定にあたり慎重なご検討のうえ、提言をいただきました伊達市教育振

興基本計画策定委員会の皆さまをはじめ、パブリック・コメント等を通じて様々なご意見をい

ただいた市民の皆さまに心から感謝を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年（平成31年）3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達市教育委員会　教育長　影　山　𠮷　則
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　第１編　伊達市教育振興基本計画について

　１　計画の位置づけ

　　　この「第２次伊達市教育振興基本計画（以下「本計画」という。）は、教育基本法第

　　17条第２項で規定された、地方公共団体が策定する教育の振興のための施策に関する基

　　本的な計画であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項で規定

　　された大綱として位置づけるものです。

　　　また、第７次伊達市総合計画における教育分野の計画となります。

　２　計画の構成と期間

　　　本計画は、「基本理念」と「目標」、「主な施策」で構成し、計画期間については、

　　第７次伊達市総合計画の計画期間との整合を図り、2019年度（平成31年度）～2028年度

　　の10年間とします。

　（１）教育目標

　　　　本計画の計画期間中に目指す基本理念と方向性を示します。

　（２）主な施策

　　　　基本理念を実現するため、各分野において重点的に取り組む施策を示します。

　３　計画の点検・評価

　　　本計画に掲げた主な施策を効果的、かつ、着実に実施するためには、PDCAサイクルに

　　よる効果の検証等が不可欠です。

　　　そのため、教育委員会では、毎年度、主な施策の取組内容について不断の見直しを行

　　うとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項に規定する点検・

　　評価を実施します。

　４　計画の変更

　　　本計画の計画期間中において、社会情勢の変化や法律改正等により計画の見直しが必

　　要な場合は、本計画を変更することとします。

【第１編・伊達市教育振興基本計画について】
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　第２編　教育を取り巻く現状と課題

　○ 人口減少と少子高齢社会の進行

　　　我が国の人口は、2008年（平成20年）の1億2,808万人をピークに急激な減少傾向にあ

　　ります。

　　　また、我が国の出生率の低下や平均寿命の伸長により、急激に少子高齢社会が進行し

　　ております。

　　　本市の人口においても、2000年（平成12年）までは増加傾向にありましたが、それ以

　　降は減少傾向が続き、2015年（平成27年）の国勢調査では、34,995人となり、今後もさ

　　らなる減少が避けられない状況にあります。

　　　このように、人口減少や少子高齢社会が進行するなか、地域産業を支える担い手の不

　　足や地域コミュニティの活力低下など、市民生活に様々な影響を及ぼしています。

　○ 社会・経済状況の変化

　　　経済や社会のグローバル化と情報通信技術の急激な進展に伴い、人・物・情報などの

　　流れが国境を越えて流動化するなど、国際社会は、これまでにない多くの課題に直面し

　　ています。

　　　同時に、地球規模の環境問題やエネルギー資源、経済などの問題も深刻化しています。

　　　また、今後は、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）、ロボット技術、ビッ

　　グデータの活用が飛躍的に進歩しつつあり、これらが産業のありようを大きく変化させ

　　るだけでなく、日常生活や暮らし方などの技術革新が一層進展し、社会を大きく変えて

　　いくことが予想されています。

　　　このような社会において、子どもたちが積極的にチャレンジする姿勢や協働して課題

　　を解決していく力、そして様々な情報を正しく理解し、新たな価値の創出につなげてい

　　くことが重要となります。

　○ 学校、家庭、地域等との連携

　　　地域を支える担い手が不足するなか、学校や地域、家庭の教育力の低下が懸念されて

　　います。

　　　また、核家族化の進行や共働き家庭の増加などによる家族形態の変化とともに、価値

　　観やライフスタイルの多様化、地域や人とのつながりの希薄化、さらには、家庭が抱え

　　る問題の複雑化等、より一層地域住民の知識や経験を子どもたちの学びに活かすことが

　　重要となります。

【第２編・教育を取り巻く現状と課題】
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　第３編　基本理念と計画の体系

　１　基本理念

　　　教育を取り巻く現状と課題を踏まえ、本市が第２次教育振興基本計画の中で、今後10

　　年間で達成すべき基本理念は、次のとおりとします。

『夢を志に高め、たくましくしなやかに、

　　　　　　　生涯を通じて挑戦し続ける人の育成！』

『共に学び育ちあう絆を強くし、

　　　地域が人を育み、人が地域を創る社会の実現！』

『郷土の歴史と文化を継承・発展させ、

　　　　　　　　新しい価値観を創出する人の育成！』

【第３編・基本理念と計画の体系】
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自 立

協 働

創 造



　２　計画の体系

　 夢を志に高め、たくましく
　 しなやかに、生涯を通じて
　 挑戦し続ける人の育成

　 共に学び育ちあう絆を強く
　 し、地域が人を育み、人が
　 地域を創る社会の実現

　 郷土の歴史と文化を継承・
　 発展させ、新しい価値観を
　 創出する人の育成

基本理念

主な施策目　標

施策７　安全・防災教育の充実

施策１　体力・運動能力の向上

施策２　生徒指導・教育相談の充実

第２節 「豊かな心を育む教育の推進」

第３節 「健やかな体を育む教育の推進」

施策１　こころとふるさと意識を育む体験
　　　　活動の推進

施策２　校外安全対策の充実

施策１　学校施設・設備の充実

施策５　教職員の資質・能力の向上

施策４　幼児教育の充実

施策３　学校再編等の推進

施策４　高等学校教育等との連携・支援

【第３編・基本理念と計画の体系】

施策１　確かな学力の育成

施策２　特別支援教育の充実

施策３　国際理解教育の推進

施策６　環境教育の充実

施策５　キャリア教育の充実

施策４　情報教育の充実

第１節 「社会を生き抜く力を育む教育の推進」

目　標 主な施策

【第１章 学校教育】

施策１　道徳教育の充実

施策３　異校種間連携・接続の推進

施策２　ふるさと創生教育の推進

施策２　食育・健康教育の推進

施策１　地域総がかりの教育の推進

第５節 「信頼される教育環境の整備」

第４節 「地域とともにある学校づくりの推進

【第４章 スポーツ】

第１節 「ふるさと意識を育て地域づくりに参画する
　　　　 青少年教育の推進」

第２節 「共に支えあう地域づくりを目指す社会教育
　　　　 の推進」

【第３章 歴史・文化芸術】

第１節 「特色ある地域文化の推進」

第２節「歴史文化を活かしたまちづくりの推進」

第１節 「豊かな心身を育むスポーツの振興」

目　標

目　標

【第２章 社会教育】

施策２　スポーツ施設の整備・充実

施策２　交流活動を通じた地域づくりに参
　　　　画する人材の育成

施策３　家庭・地域の教育力の向上

施策２　高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会
　　　　の創出

施策１　生涯にわたる充実した学習機会の
　　　　提供

施策１　文化芸術活動の振興

主な施策

施策２　文化財の保護と適切な展示保管環
　　　　境の維持

主な施策

施策４　図書館機能の充実

施策１　歴史文化資源の活用

施策１　スポーツ活動の促進

自 立

協 働

創 造
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　第４編　取り組むべき主な施策

　第１章　学校教育

　　第１節　社会を生き抜く力を育む教育の推進

　　　　１　確かな学力の育成

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　本計画策定時点における本市の児童生徒の学力は、「全国学力・学習状況

　　　　　　調査（以下「全国学力テスト」）及び「伊達市学力テスト」の結果から、国

　　　　　　語科においては学力の向上がみられています。

　　　　　　　一方、算数・数学科においては改善の傾向がみられるものの、平均正答率

　　　　　　が全国平均を下回る傾向にあります。

　　　　　　　また、全国学力テストの児童生徒質問紙において、「授業の内容がよく分

　　　　　　かるか」という設問に肯定的な回答をした児童生徒は、正答率も高い傾向が

　　　　　　みられます。

　　　　　　　確かな学力を育むため、各学校において授業改善に取り組むとともに、基

　　　　　　礎的・基本的な知識及び技能の確実な取得にむけ、各種調査結果の分析結果

　　　　　　から見える成果と課題を校内で共有する必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　基礎・基本の確実な定着

　　　　　●　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「国語の授業

　　　　　　の内容がよく分かる」と回答した児童生徒の割合

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「算数（数学）

　　　　　　の授業の内容がよく分かる」と回答した児童生徒の割合

　 中学校及び義務教育学校
80.3% 83.0% 86.0%

　 の後期課程

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
81.9% 83.0% 86.0%
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　 小学校及び義務教育学校

　 の前期課程
78.0% 83.0% 86.0%

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標年度

2028年度2023年度

中間年度目標設定年度

2017年度（平成29年度）

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
76.4% 77.0% 80.0%

　 の後期課程



　　　　２　特別支援教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　近年、特別な支援を必要とする児童生徒の割合が全国的に増加傾向にあり、

　　　　　　一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の場を提供し、自立や社会参加に向

　　　　　　け適切な教育的支援を行うことが求められています。

　　　　　　　本市においては、幼児期から義務教育卒業後まで切れ目のない一貫した指

　　　　　　導や支援を、関係機関等と連携しながら取り組んでいます。

　　　　　　　今後は、一人ひとりの教育的ニーズに応じたより一層きめ細やかな指導が

　　　　　　できるよう、関係機関と連携し、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計

　　　　　　画」を共有しながら、一貫した指導を行う必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　関係機関と連携した地域ネットワークづくりの充実

　　　　　●　一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な就学支援

　　　　　●　教育相談の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　通級指導教室及び特別支援学級において個別の教育支援計画を作成し、

　　　　　　就学先や進学先等への引継ぎに活用している学校の割合

※　個別の教育支援計画は、保護者の同意があった場合のみ作成可能
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　 小学校及び義務教育学校
65.0% 100.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
100.0% 100.0% 100.0%

　 の後期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2018年度（平成30年度） 2023年度 2028年度

30.0%



　　　　３　国際理解教育の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　子どもたちには、グローバル化が一層進展する社会のなかで、自国や他国

　　　　　　の言語や文化を理解し、日本人としての美徳やよさを生かしグローバルな視

　　　　　　野に立った活躍をするうえで必要な資質・能力の育成が求められています。

　　　　　　　学習指導要領では、小学校中学年から外国語活動、高学年から外国語科を

　　　　　　指導することとなり、小中学校の教職員が連携を深めるなど、指導力の向上

　　　　　　に努めることが必要です。

　　　　　　　本市においては、現在外国語指導助手を市内すべての学校に派遣すること

　　　　　　で、語学教育だけでなく、外国語指導助手を交えてコミュニケーションを図

　　　　　　りながら、子どもたちが外国の文化や習慣に触れられるよう国際理解教育の

　　　　　　充実に取り組んでいます。

　　　　　　　今後は、異文化理解の充実を継続しながら、小学校段階から外国語科にお

　　　　　　ける達成度を明確にするなど、より一層外国語指導の充実を図る必要があり

　　　　　　ます。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　外国語指導力の充実

　　　　　●　異文化理解の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　伊達市学力テストにおける外国語の伊達市全体の平均点が全国平均を上

　　　　　　回る

　 中学校及び義務教育学校
－ 全国平均程度 全国平均以上

　 の後期課程
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中間年度 目標年度

2018年度（平成30年度） 2023年度 2028年度

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標設定年度



　　　　４　情報教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　子どもたちには、情報機器の発達が著しい近年、単に情報手段の種類、仕

　　　　　　組みや特性を理解するだけでなく、情報社会に参画する態度、いわゆる「情

　　　　　　報モラル*1」を育成することが最も大切です。

　　　　　　　また、学習指導要領では、プログラミング教育*2について、単に機器の操

　　　　　　作にとどまらず、「プログラミング的思考」を育成することも求められてい

　　　　　　ます。

　　　　　　　本市においては、小学校段階からコンピュータを活用し情報収集や文字入

　　　　　　力などの基礎的な知識や基本的な操作を学ぶとともに、「情報モラル」を育

　　　　　　成するための学習を各教科・領域等を通しながら充実を図っています。

　　　　　　　今後は、発達段階に応じて、情報活用能力を体系的に育んでいくとともに、

　　　　　　より一層「情報モラル」を育成していくことが必要となります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　「情報モラル」の育成に向けた取組の充実

　　　　　●　「プログラミング的思考」などを育むプログラミング教育の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の学校質問紙において、「情報通信技術を

　　　　　　活用して、子ども同士が教え合い学び合うなどの学習や課題発見・解決型

　　　　　　の学習指導の実施」について「よく行った」「どちらかといえば行った」

　　　　　　と回答した学校の割合

 *1　情報モラルとは、

 　　プライバシーの保護、著作権に対する正しい知識、情報セキュリティについての理解、情

 　報の受発信におけるエチケットの遵守など、情報社会で適正な活動を行うための基になる考

 　え方と態度。

 *2　プログラミング教育とは、

 　　自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一

 　つ一つの動きに対応した記号を、どのように組合せたらいいのか、記号の組合せをどのよう

 　に改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力

 　を育む教育。

　 小学校及び義務教育学校
77.7% 80.0% 100.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
66.7% 75.0% 100.0%

　 の後期課程
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【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度



　　　　５　キャリア教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　社会の変化が加速する中、児童生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向

　　　　　　けた資質・能力の育成が重要です。

　　　　　　　本市においては、小学校段階から中学校段階にかけて、将来の夢や目標を

　　　　　　持つ児童生徒の割合が下がる傾向が見られることから、社会の中で自分の役

　　　　　　割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程で将来の希望につ

　　　　　　ながるキャリア発達*1を支援する取組が必要です。

　　　　　　　小・中学校では、特別活動を中核としながら、総合的な学習の時間や学校

　　　　　　行事、特別の教科道徳や各教科における学習、個別指導としての進路相談等

　　　　　　のあらゆる機会を生かし、学校の教育活動全体を通じて、キャリア教育*2を

　　　　　　行うことが重要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　学級や学校での生活づくりに主体的にかかわり、自己を生かそうとする活

　　　　　　動の充実（小学校及び義務教育学校前期課程）

　　　　　●　学ぶことと働くことの意義を理解して学習の見通しを立てたり、振り返っ

　　　　　　たりすることができるよう、職場見学や職業体験の充実

　　　　　　（中学校及び義務教育学校後期課程）

　　　　　●　学びの過程を記述し振り返ることができる仕組みの構築

　　　　　●　市内の事業所や関係機関と連携した取組の充実

　　　　　●　発達段階に応じた学習の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「将来の夢や

　　　　　　目標を持っている」について、「当てはまる」「どちらかといえば、当て

　　　　　　はまる」と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

 *1　キャリア発達とは、

 　　社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程。

 *2　キャリア教育とは、

 　　一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通

 　して、キャリア発達を促す教育。

　 中学校及び義務教育学校
65.0% 70.0% 75.0%

　 の後期課程

　 小学校及び義務教育学校
89.2% 90.0% 92.0%

　 の前期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度
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　　　　６　環境教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　現代的な諸課題に対応し、自然環境の保全に寄与する望ましい行動がとれ

　　　　　　る子どもを育てるため、自然体験や社会体験活動を通じて、環境問題につい

　　　　　　て考えることができる子どもを育てることが大切です。

　　　　　　　本市においては、各教科・領域等を通し、子どもたち一人ひとりが、地域

　　　　　　の将来などを自らの課題として捉え、そうした課題の解決に向けて自分たち

　　　　　　ができることを考え、多様な人々と協働し実践できるよう指導の充実を図っ

　　　　　　ています。

　　　　　　　今後は、自然環境や資源の有限性等の中で、持続可能な社会をつくる力の

　　　　　　育成に向けて、各校の実態や発達の段階に応じ、計画的に進めていくことが

　　　　　　求められています。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　学校の特色を生かし、環境教育を視野に入れた教育課程の編成・実施

　　　　　●　生命を尊重し自然環境の保全に寄与する態度の育成

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　総合的な学習の時間における環境教育の実施校の割合

　 中学校及び義務教育学校
0.0% 50.0% 100.0%

　 の後期課程

2028年度

　 小学校及び義務教育学校
90.0% 100.0% 100.0%

　 の前期課程
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【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度



　　　　７　安全・防災教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　近年は自然災害が多発し、その規模も深刻さを増しており、また、児童生

　　　　　　徒が被害に遭遇する事件も全国で報告されていることから、安全・防災教育

　　　　　　の充実が求められています。

　　　　　　　学校現場における防災を含む学校安全対策については、学校安全計画の策

　　　　　　定・実施、危険等発生時対処要領の作成、地域の関係機関等との連携など、

　　　　　　安全に関する指導の充実が図られてきたところです。

　　　　　　　本市は、定期的に噴火を繰り返す有珠山を擁しており、噴火災害が想定さ

　　　　　　れる地域では、火災や地震などの災害想定に加え、噴火を想定した訓練につ

　　　　　　いても実施を検討しているところです。

　　　　　　　各校においては、様々な災害の発生に備え、防災に関する指導や、国民保

　　　　　　護等の非常時の対応等の新たな安全上の課題に関する指導を一層重視し、安

　　　　　　全に関する情報を正しく判断し、安全のための行動に結び付けるようにする

　　　　　　ことが重要となります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　関係機関や地域と連携し、自然災害を想定した実践的な防災訓練の実施

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　すべての学校（小学校及び中学校、義務教育学校）でネットトラブル防

　　　　　　止教室を含む防犯教室及び地域の実態に応じた実効性を伴う避難（防災）

　　　　　　訓練を両方実施しているため、計画期間中においても、内容の充実を図り

　　　　　　ながら継続して実施する。

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第１節】
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　　第２節　豊かな心を育む教育の推進

　　　　１　道徳教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　道徳教育は、子どもたちが自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行

　　　　　　動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳

　　　　　　性を養うことを目標としています。

　　　　　　　また、自殺やいじめに関わる問題や環境問題などを考える上で、根本にお

　　　　　　いて重視すべき事柄として、生命に対する畏敬の念に根ざした人間尊重の精

　　　　　　神を培うこと、生命あるもの全てに対する感謝の心や思いやりの心を育み、

　　　　　　より深く自己を見つめながら、人間としての在り方や生き方の自覚を深めて

　　　　　　いくことも重視されています。

　　　　　　　本市では、各校において、道徳教育全体計画に基づき、ボランティア活動、

　　　　　　自然体験活動、地域行事への参加などの体験活動の充実や、特別の教科道徳

　　　　　　（以下「道徳科」）の授業改善に取り組んでいます。

　　　　　　　今後は、さらに道徳科における授業改善の充実を図るとともに、評価に係

　　　　　　る研修の充実を図っていく必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　道徳科の指導方法の工夫改善や、指導に生きる評価の在り方に係る研修の

　　　　　　充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「自分にはよ

　　　　　　いところがある」と回答した児童生徒の割合

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「学校のきま

　　　　　　り（規則）を守っている」と回答した小学校６年生、中学校３年生の割合

　 小学校及び義務教育学校
91.9% 92.5% 95.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
93.8% 94.0% 95.0%

　 の後期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
77.2% 80.0% 85.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
73.1% 75.0% 80.0%

　 の後期課程
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目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度



　　　　２　生徒指導・教育相談の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　近年、生徒指導に関わっては、教職員だけでは対応が難しい事例が増えて

　　　　　　おり、スクールカウンセラーを活用し、児童生徒が抱えている問題や悩みに

　　　　　　応じ、早期発見と早期対応を基本とする取組が重要となっています。

　　　　　　　特に、いじめについては、どの子、どの学校にも起こりうるという認識の

　　　　　　もと、積極的ないじめの認知に取り組み、未然防止、早期発見、早期対応を

　　　　　　柱として、関係機関が連携して取り組むことが重要です。

　　　　　　　本市においては、「伊達市いじめ防止基本方針」及び各校が策定している

　　　　　　基本方針をもとに、いじめ防止に向けて組織的・計画的に取組を進めていま

　　　　　　す。

　　　　　　　また、不登校については、小学校・中学校とも一定程度在籍しているもの

　　　　　　の、スクールソーシャルワーカーを中心とした取組や、ボランティアによる

　　　　　　「不登校児童生徒サポートハウス」の取組が一定の成果につながっています。

　　　　　　　今後も、引き続きいじめや不登校がなくなることを目標に、教育相談体制

　　　　　　の充実を図りながら、生徒指導にあたっていくことが必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　児童生徒や保護者への相談体制の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　伊達市内の不登校率が全国平均を下回る

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「いじめは、

　　　　　　どんな理由があってもいけないことだと思いますか」の問いに、「当ては

　　　　　　まる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した小学校６年生、中学

　　　　　　校３年生の割合

　 小学校及び義務教育学校
98.5% 99.0% 100.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
91.6% 95.0% 100.0%

　 の後期課程

　 中学校及び義務教育学校
（全国平均を下回る） （全国平均を下回る）

　 の後期課程

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

2.2%
（全国平均－0.8%）

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
（全国平均を下回る） （全国平均を下回る）

　 の前期課程

0.3%
（全国平均－0.2%）
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　　第３節　健やかな体を育む教育の推進

　　　　１　体力・運動能力の向上

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　子どもたちの体力の低下は、社会全体の活力にも影響を及ぼすことから、

　　　　　　学校や家庭において、日頃から運動に親しみ、あらゆる活動の基盤となる体

　　　　　　力を身に付けることが重要です。

　　　　　　　本市においては、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果から、

　　　　　　小・中学校とも、数項目で全国平均を下回っており、特に中学校女子は、よ

　　　　　　り多くの項目で全国平均を下回る傾向にあります。

　　　　　　　また、体格面では、全国と比較して肥満度がやや高い傾向にあります。

　　　　　　　これらの傾向から、食育・健康教育とも連動した取組が必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　「体力向上プラン」に基づいた取組の工夫・改善

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・運動能力、運動習慣等調査」の体力合計点において、全国

　　　　　　平均を上回る

　 中学校及び義務教育学校
全国平均＋1.3% （全国平均を上回る） （全国平均を上回る）

　 の後期課程（男子）

　 中学校及び義務教育学校
全国平均－3.1% （全国平均を上回る） （全国平均を上回る）

　 の後期課程（女子）

　 小学校及び義務教育学校
全国平均＋1.1% （全国平均を上回る） （全国平均を上回る）

　 の前期課程（女子）

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第３節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
全国平均＋0.4% （全国平均を上回る） （全国平均を上回る）

　 の前期課程（男子）
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　　　　２　食育・健康教育の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　近年、栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満

　　　　　　や生活習慣病、食物アレルギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性

　　　　　　の確保等の食に関わる課題が顕在化しています。

　　　　　　　また、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・薬物等に関する情

　　　　　　報を得やすくなり、子どもたちがそれらの情報を正しく選択して適切に行動

　　　　　　できるようにすることが求められています。

　　　　　　　本市の児童生徒は、全国に比べ、朝食を毎日食べている割合がやや低く、

　　　　　　肥満度の割合もやや高いことから、食習慣・運動習慣の定着に関する課題が

　　　　　　見られます。

　　　　　　　性に関する指導やがん教育については、関係機関と連携しながら取組を進

　　　　　　めています。

　　　　　　　食育はすそ野の広い分野であり、教育委員会や学校の取組だけで効果を上

　　　　　　げることは困難な分野であることから、今後は、学校教育において、給食指

　　　　　　導や栄養教諭による指導を通して食育の推進を継続するとともに、取組の改

　　　　　　善・充実が必要です。

　　　　　　　また、健康教育の観点では、小学校体育科保健領域及び中学校保健体育科

　　　　　　や特別活動等において、がん教育を行うなどにより一層指導の充実が求めら

　　　　　　れています。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　だて歴史の杜食育センターの活用

　　　　　●　地場産物を活用した学校給食の充実

　　　　　●　栄養教諭派遣事業の継続的な実施

　　　　　●　児童生徒や家庭に対する、食育の大切さに関する啓発活動

　　　　　●　がん教育や薬物乱用防止教室・性に関する指導の実施

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　学校給食における地元産食材利用率が前年度を上回る

　　　　　◎　がん教育の実施率が、前年度の実施率を上回る

　 小学校及び義務教育学校
50.0% 80.0% 100.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
75.0% 100.0% 100.0%

　 の後期課程

　 中学校及び義務教育学校
－ 37.5% 40.0%

　 の後期課程

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第３節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2018年度（平成30年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
－ 37.5% 40.0%

　 の前期課程
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　　第４節　地域とともにある学校づくりの推進

　　　　１　地域総がかりの教育の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　学校が抱える課題は複雑化・困難化し、その課題解決のためには学校と地

　　　　　　域が協働して子どもたちを育んでいくことが重要です。

　　　　　　　地域総がかりの教育を実現するためには、コミュニティ・スクールを基盤

　　　　　　とした取組を展開しながら、地域住民が学校運営に参画することで、地域と

　　　　　　ともにある学校づくりを進めることが期待されています。

　　　　　　　本市では、すべての学校で学校運営協議会が設置され、コミュニティ・ス

　　　　　　クールの仕組みは構築されています。

　　　　　　　今後は、この仕組みを活用し、保護者や地域住民の教育活動への積極的な

　　　　　　参画を推進するとともに、コミュニティ・スクールに関する幅広い理解を市

　　　　　　民に広げていくことが重要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　コミュニティ・スクールを基盤とした学校運営へ地域が参画する取組の推

　　　　　　進

　　　　　●　各校のコミュニティ・スクールの活動内容を参考に研修を深める取組の充

　　　　　　実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の学校質問紙において、「学校支援地域本

　　　　　　部などの学校支援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域の人が学校

　　　　　　における教育活動や様々な活動に参加してくれる」と回答した割合

　 中学校及び義務教育学校
66.6% 75.0% 100.0%

　 の後期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第４節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校
77.7% 85.0% 100.0%

　 の前期課程
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　　　　２　ふるさと創生教育の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　ふるさと創生教育は、地球規模の視野で考え地域の視点で行動できる「グ

　　　　　　ローカル」（Glocal＝Think globally,act locally.)」人として、将来的に

　　　　　　地域で力を発揮する人材を育成するため、キャリア教育の一環として非常に

　　　　　　重要となります。

　　　　　　　このような人材を育むためには、自分たちが暮らす地域の豊かな自然環境

　　　　　　や歴史、伝統、文化、産業等に理解を深め、郷土への誇りと愛着を育むこと

　　　　　　が必要です。

　　　　　　　また、グローバル化の進展等により、社会の変化が加速度を増している中、

　　　　　　社会参画のための力となる社会的・職業的自立に向けた資質・能力を育むと

　　　　　　ともに、新しい時代を生き抜くための新しい価値観を創出する力を身に付け

　　　　　　させるなど、子どもたちのキャリア発達を促すことも重要です。

　　　　　　　本市においては、豊かな自然環境や歴史、伝統、文化、産業等、郷土への

　　　　　　誇りと愛着を育む素材が豊富にあり、市内の各校が地域をフィールドとした

　　　　　　学習を実施しています。

　　　　　　　今後は、伊達市全体はもとより、子どもたちの居住地域との関わりも重視

　　　　　　する「地元を大切に思う心を育む教育」を進め、将来的に地域で力を発揮す

　　　　　　る人材を育成することを目指し、キャリア教育の視点を踏まえながら、小学

　　　　　　校から中学校、高等学校まで一貫したより計画的なふるさと創生教育の仕組

　　　　　　みづくりが必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　発達段階に応じた「だて学」学習プログラムの構築

　　　　　●　地域の教育資源を生かした体験的な学習活動の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「地域や社会

　　　　　　で起こっている問題に関心があるか」という質問に対して、「当てはまる」

　　　　　　「どちらかといえば当てはまる」と回答した小学校６年生、中学校３年生

　　　　　　の割合

　 中学校及び義務教育学校
53.5% 60.0% 70.0%

　 の後期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第４節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度）

60.6% 65.0% 70.0%
　 の前期課程
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2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校



　　　　３　異校種間連携・接続の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　進級や進学をした後に、それまでの学習内容や指導方法等を発展的に活か

　　　　　　し、子どもたちに必要な資質・能力がバランスよく育まれるよう、異校種間

　　　　　　の円滑な連携や接続が求められています。

　　　　　　　異校種間の接続の際は、いわゆる「小１プロブレム*1」や「中１ギャップ

　　　　　　*2」、「高１クライシス*3」などの問題を可能な限り未然に防止するため、

　　　　　　子どもたちが新しい環境に早く慣れることや、特別な配慮が必要な子どもに

　　　　　　ついての情報を共有することが最も重要です。

　　　　　　　本市においては、小中合同の研修会を実施したり、中学校区ごとに小学校

　　　　　　・中学校間における教育課程の接続や交流を行っており、異校種間において

　　　　　　は、児童生徒に関する引継ぎ等での連携が図られています。

　　　　　　　今後は、指導方法に関わる情報交換や教育活動上での連携など、さらなる

　　　　　　取組の充実が必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　幼稚園、認定こども園、保育所と小学校との連携

　　　　　●　小学校と中学校との連携

　　　　　●　小・中学校と高等学校、高等教育機関（専門学校・大学等）との連携

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　教育活動等に関する調査において、「近隣等の学校と教員同士の交流を

　　　　　　行っている」と回答した学校の割合

 *1　小１プロブレムとは、

　 　小学校に入学したばかりの小学校１年生が、集団行動が取れない、授業中に座っていられ

　 ない、話を聞かないなどの状態が数か月継続する現象。

 *2　中１ギャップとは、

　 　小学生が新中学１年生となったときに、学校生活や授業のやり方が今までとまったく違う

　 ため、新しい環境（学習・生活・人間関係）になじめないことから不登校となったり、いじ

　 めが急増したりするなど、いろいろな問題が出てくる現象。

 *3　高１クライシスとは、

　 　高校に入学後、不登校や中途退学などに陥りやすい状況。

　 小学校及び義務教育学校
60.0% 80.0% 100.0%

　 の前期課程

　 中学校及び義務教育学校
40.0% 75.0% 100.0%

　 の後期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第４節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度
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　　　　４　幼児教育の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　幼児期は、人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、この時期に学ん

　　　　　　だことは、生涯にわたって大切な経験となります。

　　　　　　　幼稚園教育要領では、幼稚園・認定こども園・保育所と小学校・中学校と

　　　　　　の交流促進が求められています。

　　　　　　　今後は、関係者が連携し、子どもや保護者の不安解消や、負担軽減できる

　　　　　　取組を展開する必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　「アプローチカリキュラム*1」の実施（年長児）

　　　　　●　「スタートカリキュラム*2」の実施（小学校入学時）

　　　　　●　幼・保・小・中連携体制の構築

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　各小学校と義務教育学校が市内の幼稚園、認定こども園、保育所の年長

　　　　　　児と交流学習を３回以上行った割合

 *1　アプローチカリキュラムとは、

　 　就学前の幼児が円滑に小学校の生活や学習に適応できるようにするとともに、幼児期の学

　 びが小学校の生活や学習で生かされ、つながるように工夫された５歳児のカリキュラム。

 *2　スタートカリキュラムとは、

　　 小学校に入学した児童が、スムーズに学校生活へ適応していけるように編成した第１学年

　 入学当初のカリキュラム。

　 　例えば、学校を探検する生活科の学習活動を中核として、国語科、音楽科、図画工作科な

　 どの内容を合科的に扱い、大きな単元を構成することが考えられます。

中間年度

2023年度

50.0%

目標年度

2028年度

100.0%22.0%

2017年度（平成29年度）

目標設定年度

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第４節】
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　　　　５　教職員の資質・能力の向上

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　信頼され、安心して子どもたちを託すことができる学校づくりのためには、

　　　　　　管理職のリーダーシップのもと、学校組織や運営体制の改善・充実に取り組

　　　　　　み、教職員全体の協働意識を高めることが重要です。

　　　　　　　しかし、「団塊の世代」の退職以降、教職員の若返りが進み、年齢構成の

　　　　　　バランスが崩れている学校もあることから、より効果的・効率的な研修の充

　　　　　　実を図る必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　伊達市教育実践交流・研修会の開催

　　　　　●　資質能力向上のための研修会の実施

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　市内教職員の伊達市教育実践交流・研修会への参加率

　　　　　◎　市内教職員（養護教諭、栄養教諭、事務職員）の研修会への参加率
目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

65.4% 80.0% 90.0%以上

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第４節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

64.0% 70.0% 80.0%以上
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　　第５節　信頼される教育環境の整備

　　　　１　学校施設・設備の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　学校施設は、児童生徒及び教職員が一日の大半を過ごす場であるとともに、

　　　　　　災害時等の避難所としても活用されています。

　　　　　　　また、星の丘小・中学校を除くすべての学校では地域住民に対して学校開

　　　　　　放を行い、身近な施設として利用もされています。

　　　　　　　しかしながら、本市の学校施設における耐震化率は、中学校については、

　　　　　　100％を達成しているものの、小学校については、72％にとどまっています。

　　　　　　　今後は、将来を見据え計画的な大規模修繕や施設の長寿命化を図っていく

　　　　　　必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　伊達市学校施設長寿命化計画の策定

　　　　　●　伊達市学校施設長寿命化計画に基づく計画的な学校施設の修繕

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　「伊達市学校施設長寿命化計画」に登載した事業の実施

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第５節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

－ 50.0% 100.0%
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　　　　２　校外安全対策の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　校外安全対策は、主として児童生徒の登下校時の交通安全や防犯を目的に、

　　　　　　学校はもとより保護者や地域、市及び教育委員会等において、様々な取組を

　　　　　　実施しております。

　　　　　　　しかしながら、登下校中の交通事故が毎年１～２件発生しているほか、不

　　　　　　審者による声掛け事案もたびたび発生しており、安心して子どもたちを守り

　　　　　　育てることが求められています。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　交通安全教室、防犯教室の実施

　　　　　●　通学路安全対策の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　警察など地域の関係機関・団体等と連携し、児童生徒が交通安全教室と

　　　　　　防犯教室を実施している学校の割合

60.0% 77.7% 100.0%
　 の前期課程

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第５節】

　 中学校及び義務教育学校
25.0% 75.0% 100.0%

　 の後期課程
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目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

　 小学校及び義務教育学校



　　　　３　学校再編等の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　子どもたちが将来にわたり社会で活躍できるよう、学力向上を図り、心身

　　　　　　共に大きく成長するためには、一定規模の集団の中で多様な考え方に触れ、

　　　　　　切磋琢磨できる教育環境を整備することが必要です。

　　　　　　　本市の中学校の再編については、2004年度（平成16年度）に旧関内中学校

　　　　　　と光陵中学校、2010年度（平成22年度）に旧有珠中学校と旧長和中学校と光

　　　　　　陵中学校、2017年度（平成29年度）に旧達南中学校と伊達中学校が統合し、

　　　　　　大滝中学校については、地理的な理由により、他の中学校との統合は不可能

　　　　　　なため、2019年度（平成31年度）に大滝小学校と大滝中学校を義務教育学校

　　　　　　として新たに大滝徳舜瞥学校を開校します。

　　　　　　　また、小学校については、2020年度に黄金小学校と東小学校が統合する予

　　　　　　定です。

　　　　　　　今後は、本市のすべての学校を文部科学省（「公立小学校・中学校の適正

　　　　　　規模・適正配置等に関する手引」、2015年（平成27年）１月27日）が示す「

　　　　　　原則として、１学年２学級以上の学校を適正規模」を基本的な考え方としな

　　　　　　がら、子どもたちの教育環境をより良いものにするために、学校の統廃合に

　　　　　　ついては、地域や学校の実情等を考慮しながら進めていく必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　伊達市立学校の適正規模の推進

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　計画最終年度における適正規模を下回る学校数（関内小学校、星の丘小

　　　　　　・中学校、大滝徳舜瞥学校を除く）

－ 中間目標を設けない ０校
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2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

目標設定年度 中間年度 目標年度

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第５節】



　　　　４　高等学校教育等との連携・支援

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　北海道教育委員会が2018年（平成30年）６月に示した「公立高等学校配置

　　　　　　計画案（平成31年度～33年度）」において、2021年度に伊達緑丘高等学校の

　　　　　　１間口減が示されました。

　　　　　　　そのため、今後の伊達市内の公立高等学校のあり方について、再編を含め、

　　　　　　あらゆる選択肢について検討するため、2018年（平成30年）７月に「伊達市

　　　　　　公立高等学校あり方検討委員会」を設置しました。

　　　　　　　しかし、同年９月には「公立高等学校配置計画（平成31年度～33年度）」

　　　　　　が決定され、2021年度に伊達緑丘高等学校の１間口減も決定されたことから、

　　　　　　今後の伊達市公立高等学校あり方検討委員会等を通じて子どもたちや地域に

　　　　　　とって魅力のある高等学校を構築するため、市内の高等学校教育との連携・

　　　　　　支援を行っていく必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　市内高等学校・高等養護学校との連携・支援

【第４編・取り組むべき主な施策／第１章・学校教育／第５節】
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　第２章　社会教育

　　第１節　ふるさと意識を育て地域づくりに参画する青少年教育の推進

　　　　１　こころとふるさと意識を育む体験活動の推進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　青少年期は、家庭から学校、そして社会へと生活の場が広がり、人々との

　　　　　　出会いや様々な体験を通していく中で、多くのことを学びながら人格が形成

　　　　　　されていく大切な時期です。

　　　　　　　しかし、核家族化と共働き世帯の増加、地縁的繋がりの希薄化により、こ

　　　　　　れまで家庭や地域が果たしてきた社会的な教育の機会は、かつてに比べ減少

　　　　　　しています。

　　　　　　　このため、週末や放課後の子どもたちの安全・安心な遊びと学びの場を確

　　　　　　保し、様々な体験活動を通して、社会性や協調性、そして、ふるさとを愛す

　　　　　　るこころを育むことが必要です。

　　　　　　　また、青少年期は、思春期特有の悩みを抱えたり、非行などの問題が生じ

　　　　　　る時期でもあり、現在の社会情勢を踏まえたサポートを行う必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　体験学習機会の充実

　　　　　●　市民団体等と連携した青少年事業の取組

　　　　　●　青少年健全育成に関するサポート体制の充実

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　青少年を対象とした各種体験教室への参加者数に対する14歳以下人口の

　　　　　　割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における14歳までの住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の14歳までの推計値（2018年（平

　成30年）推計）を基に算出

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

292人（14歳以下3,732人） 285人（14歳以下3,353人） 268人（14歳以下2,982人）

9.00%

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第１節】

7.82% 8.50%
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　　　　２　交流活動を通じた地域づくりに参画する人材の育成

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　社会環境が変化し、人間関係や地域コミュニティが希薄化したことなどに

　　　　　　より、青少年活動の団体数や会員数が減少し、活動も停滞しつつあります。

　　　　　　　活動と仲間づくりの場、地域社会へ参画する機会が減少傾向にあるため、

　　　　　　コミュニケーションやリーダーシップ能力、社会への適応性を養い、いつの

　　　　　　時代、どんな社会環境にも順応し、地域づくりに参画することができる人材

　　　　　　の育成が求められています。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　リーダー養成研修・交流活動事業による人材の育成

　　　　　●　青少年育成団体と連携した事業の取組

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　市及び関係機関が実施するリーダー研修交流会、世代間交流事業への参

　　　　　　加者数に対する14歳以下人口の割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における14歳までの住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の14歳までの推計値（2018年（平

　成30年）推計）を基に算出

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

50人（14歳以下3,732人） 50人（14歳以下3,353人） 60人（14歳以下2,982人）

1.34% 1.50% 2.00%
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　　第２節　共に支えあう地域づくりを目指す社会教育の推進

　　　　１　生涯にわたる充実した学習機会の提供

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　現代社会は、急速な社会・経済状況の変化に伴いライフスタイルが多様化

　　　　　　し、複雑化しています。

　　　　　　　このような中、私たちが豊かな人生を過ごすためには、趣味や興味の範囲

　　　　　　を広げたり、深く掘り下げたりするなど、生涯にわたって自発的に学び続け

　　　　　　ることは大変重要です。

　　　　　　　本市では、生涯学習に取り組むきっかけづくりとして、市民講座や市民カ

　　　　　　レッジ等、様々な事業を実施していますが、男性や現役世代、開催場所から

　　　　　　遠方の参加者が少ないなどの課題があります。

　　　　　　　また、共通の趣味を持った愛好者の集まりであるサークル団体等について

　　　　　　は、市内で多数活動していますが高齢化や会員数の減少等の課題を抱えてい

　　　　　　る団体もあります。

　　　　　　　今後は、受講しやすい日程の設定や事業内容の充実を図るとともに、多種

　　　　　　多様な講座を開催できるよう取り組む必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　市民ニーズを的確に把握し、より受講しやすい講座の開設

　　　　　●　民間企業などのノウハウを活かした学習内容の充実

　　　　　●　サークル団体の会員増や活性化のための広報活動の充実・強化

　　　　　●　男女共同参画の推進

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　市が主催する市民講座・市民カレッジの受講者数に対する推計人口の割

　　　　　　合

※　目標設定年度の人口は、年度末における住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018年（平成30年）推

　計）を基に算出

306人（人口30,642人）

0.72% 0.90% 1.00%

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

249人（人口34,579人） 292人（人口32,477人）
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　　　　２　高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会の創出

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　超高齢社会を迎える現代において、心身ともに健康で自立した生活を送り

　　　　　　ながら生きがいを持って暮らすことは、セカンドライフの過ごし方として非

　　　　　　常に重要です。

　　　　　　　また、高齢者の方々には、これまで培った経験・能力・人脈を生かし、生

　　　　　　きがいを持って積極的に地域社会等で活躍していただくことが期待されてい

　　　　　　ます。

　　　　　　　本市では、高齢者を対象とした、健康増進・教養を深める学習機会、そし

　　　　　　て仲間づくりの場となる事業を実施しており、参加者の事業に対する満足度

　　　　　　は高い状況ですが、近年は参加者が伸び悩んでいることや男性の参加割合も

　　　　　　低い状況です。

　　　　　　　今後は、より多くの方々に興味を持っていただくような学習プランの充実

　　　　　　を図るとともに、広報活動を積極的に展開する必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　長生大学の事業内容のニーズ把握による学習メニューの充実と積極的なＰ

　　　　　　Ｒ強化

　　　　　●　高齢者の参画が期待される、コミュニティ・スクールや放課後子ども教室

　　　　　　事業などの活動内容についての情報提供

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　長生大学学生数に対する65歳以上人口の割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における65歳以上の住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の65歳以上の推計値（2018年（平

　成30年）推計）を基に算出

235人（65歳以上12,500人） 252人（65歳以上12,620人） 282人（65歳以上12,263人）

1.88% 2.00% 2.30%

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度
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　　　　３　家庭・地域の教育力の向上

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　現代社会は、少子化・核家族化や地域関係の希薄化等により、子育てが「

　　　　　　親と子ども」といった小さな単位で行われ、地域で子育てに関わる意識が薄

　　　　　　くなっています。

　　　　　　　しかし、子育てには、世代を問わず、地域住民と子どもたちが一緒に参加

　　　　　　し、交流することが必要です。

　　　　　　　本市においても、地域全体で子どもを育てる意識を共有することが重要で

　　　　　　あることから、地域の将来を担っていく子どもたちの成長を支えるため、地

　　　　　　域全体で子どもを守り育てる意識を高めていく必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　地域住民がコミュニティ・スクールや放課後子ども教室、放課後児童クラ

　　　　　　ブと関わり合いながら子どもを育てる地域基盤の強化

　　　　　●　関係機関と連携し、家庭教育に関する啓発活動の実施

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　放課後子ども教室実施小学校・義務教育学校数（星の丘小学校は除く。）

１校 ４校 全校

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度
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　　　　４　図書館機能の充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　図書館は、図書資料の閲覧・貸出のほか、余暇を過ごしたり、調べものや

　　　　　　スキルアップのための学習をするなど、来館者がそれぞれの目的に応じて利

　　　　　　用できることも求められています。

　　　　　　　そこで、あらゆる世代が心地よく過ごすための機能や知的好奇心を満たす

　　　　　　などの利用者のニーズを把握し、実現するための取組を行うことで、より一

　　　　　　層のサービス向上に努める必要があります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　「伊達市立図書館運営基本方針」に基づく図書館の機能強化

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　図書館の年間利用者数に対する推計人口の割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018年（平成30年）推

　計）を基に算出

2023年度 2028年度

46,516人（人口34,579人） 46,431人（人口32,477人） 45,963人（人口30,642人）

134.50% 143.00% 150.00%

【第４編・取り組むべき主な施策／第２章・社会教育／第２節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度）
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　第３章　歴史・文化芸術

　　第１節　特色ある地域文化の推進

　　　　１　文化芸術活動の振興

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　文化芸術は、人々に感動を与え、生きるための前向きな力を育むとともに、

　　　　　　人々の情緒と感性が磨かれることにより、地域の特性を活かした多様な文化

　　　　　　の発展や、地域社会の活性化が期待されています。

　　　　　　　本市においては、市民を対象に舞台芸術等の鑑賞事業や市民の文化芸術活

　　　　　　動をサポートするための事業を展開しています。

　　　　　　　また、アートビレッジ構想に基づき、日本や世界に通用する美術家・音楽

　　　　　　家の育成や、幼児・若年層等が美術に触れるきっかけづくりとなる事業も実

　　　　　　施しています。

　　　　　　　今後は、地域に根差した特色ある文化芸術活動を発展させていくために、

　　　　　　誰もが気軽に参加できる事業の実施や指導者の養成等の担い手となる人材を

　　　　　　育成する取組が必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　市民のニーズに応じた芸術鑑賞機会の充実

　　　　　●　子どもたちが文化芸術に触れる機会の充実

　　　　　●　アートビレッジ構想に基づく、様々なレベルに合わせた人材育成事業の展

　　　　　　開

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　市が主催・共催する文化芸術公演鑑賞者数に対する推計人口の割合

　　　　　　（巡回小劇場、西いぶり定住自立圏文化事業、ＮＰＯ法人伊達メセナ協会等）

※　目標設定年度の人口は、年度末における住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018年（平成30年）推

　計）を基に算出

21.11% 23.00% 25.00%

【第４編・取り組むべき主な施策／第３章・歴史・文化芸術／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

7,301人（人口34,579人） 7,470人（人口32,477人） 7,661人（人口30,642人）
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　　第２節　歴史文化を活かしたまちづくりの推進

　　　　１　歴史文化資源の活用

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　本市には、国・北海道・市の指定を受けた史跡や重要文化財、記念物があ

　　　　　　るほか、市民が所有する古文書や武具甲冑類、仙台神楽などの有形・無形の

　　　　　　文化財が数多く存在しており、その中には、史跡北黄金貝塚公園や迎賓館の

　　　　　　ように広く公開・活用されている文化財もあります。

　　　　　　　しかし、大半は有効に活用されておらず、市民や観光客の多くがその価値

　　　　　　を理解できていないのが現状です。

　　　　　　　市民がわがまちへの愛着を持ち、誇りを感じられるようになるには、本市

　　　　　　の歴史と文化の成り立ちを正しく理解し、学校教育や社会教育の場において

　　　　　　歴史文化資源を活用することが不可欠であり、経済活性化やまちづくりを進

　　　　　　める上で、これらの価値を広く周知し、理解を促進しながらさらなる文化資

　　　　　　源の保存に繋げていくことが重要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　だて歴史文化ミュージアムの活用

　　　　　●　博学連携*1の取組

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　だて歴史文化ミュージアム（本館）の有料入館者数及び満足度

 *1　博学連携とは、

　　 博物館と学校が相互に連携・協力して子どもの教育に当たる取組。

目標設定年度 中間年度 目標年度

2018年度（平成30年度） 2023年度 2028年度

－ 20,000人 20,000人

　 アンケート調査の満足度
－ 70.0% 90.0%

　 （来館者）

　 有料入館者数

【第４編・取り組むべき主な施策／第３章・歴史・文化芸術／第２節】
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　　　　２　文化財の保護と適切な展示保管環境の維持

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　本市に所在する多くの文化資源のうち、特にその価値を認められて国・北

　　　　　　海道・市から指定を受けた文化財は、後世に確実に引き継ぐために、それぞ

　　　　　　れの材質・性質に適した維持管理が必要です。

　　　　　　　また、北黄金貝塚や善光寺跡のように観光客が多く訪れる史跡は、来訪者

　　　　　　管理を適切に行い、き損の防止と周囲の景観保護を図ることが重要です。

　　　　　　　さらに、未指定の文化財を保護するために、計画的な指定化を推進するこ

　　　　　　とや、市内の展示保管施設における適切な維持管理等を行っていく必要があ

　　　　　　ります。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　指定文化財の保護対策と指定化の推進

　　　　　●　展示保管施設のモニタリングによる管理

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　国・北海道・市による指定文化財の新規の指定件数

※　指定件数は累計による。

目標設定年度 中間年度 目標年度

2018年度（平成30年度） 2023年度 2028年度

－ １件 ３件

【第４編・取り組むべき主な施策／第３章・歴史・文化芸術／第２節】

- 33 -



- 34 -



　第４章　スポーツ

　　第１節　豊かな心身を育むスポーツの振興

　　　　１　スポーツ活動の促進

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　高齢化が急速に進む中で、健康・体力づくりへの関心が高まり、健康で生

　　　　　　きがいのある生活を送るために、スポーツ・レクリエーション活動の充実が

　　　　　　求められています。

　　　　　　　本市では、生涯を通じてスポーツに親しむための、健康づくり事業やスポ

　　　　　　－ツ教室の開催など、子どもから高齢者までスポーツに親しむ環境づくりや

　　　　　　スポーツ団体の育成、スポーツ大会の開催を支援しています。

　　　　　　　今後も、市民が生涯にわたってスポーツを続けられる安全で快適にスポー

　　　　　　ツ・レクリエーションを楽しむことができるよう、環境づくりを進めていく

　　　　　　ことが必要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　スポーツに親しむための場の提供と情報発信

　　　　　●　スポーツ団体の育成と活動支援

　　　　　●　各種スポーツ大会の開催支援

　　　　　●　スポーツ指導者の養成と確保

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　総合体育館における各種スポーツ教室への参加者数に対する推計人口の

　　　　　　割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018年（平成30年）推

　計）を基に算出

136.10% 138.00% 140.00%

【第４編・取り組むべき主な施策／第４章・スポーツ／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度

47,063人（人口34,579人） 44,818人（人口32,477人） 42,899人（人口30,642人）
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　　　　２　スポーツ施設の整備・充実

　　　　（１）現状と課題

　　　　　　　本市では、市民のスポーツ人口の拡大を図るため、総合体育館、パークゴ

　　　　　　ルフ場、サッカー場等の各種スポーツ施設の整備を段階的に進め、多くの方

　　　　　　が利用しています。

　　　　　　　引き続き、より多くの方に利用していただけるよう、ホームページ等を活

　　　　　　用し、利用促進に向けた様々な情報発信を行っていく必要があります。

　　　　　　　また、市民が安全で快適にスポーツ・レクリエーションを楽しむことがで

　　　　　　きるよう、施設の計画的な維持管理等を行っていくことも重要です。

　　　（２）課題解決のための推進方策

　　　　　●　各施設の状況に応じた管理及び運営内容の充実

　　　　　●　施設及び備品の修繕・更新計画の策定

　　　　　●　指定管理者制度の推進とサービスの向上

　　　（３）目標設定

　　　　　◎　スポーツ施設等*1の延べ利用者数に対する推計人口の割合

※　目標設定年度の人口は、年度末における住民基本台帳人口

※　中間年度及び目標年度の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018年（平成30年）推

　計）を基に算出

 *1　スポーツ施設等は、

　 ①　総合体育館（温水プール・トレーニング室）

　 ②　Ｂ＆Ｇ海洋センター

　 ③　武道館

　 ④　館山野球場

　 ⑤　関内パークゴルフ場

　 ⑥　まなびの里パークゴルフ場

　 ⑦　まなびの里サッカー場

382,250人（人口34,579人） 360,170人（人口32,477人） 340,126人（人口30,642人）

1,105.44% 1,109.00% 1,110.00% 

【第４編・取り組むべき主な施策／第４章・スポーツ／第１節】

目標設定年度 中間年度 目標年度

2017年度（平成29年度） 2023年度 2028年度
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　第５編　資料編
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はじめに 

 

平成 31（2019）年度からの 10年間を計画期間とする次期伊達市教育振興基本計画（以下

「次期計画」）に盛り込むべき内容を提言するため、昨年５月、伊達市教育振興基本計画策

定委員会を立ち上げました。 

本委員会は、学校教育部会と社会教育部会の２部会に分かれ、各分野における現状と課

題を踏まえながら、次の 10 年間の本市の教育のあり方や進むべき方向性について慎重に議

論を深めてまいりました。 

 学校教育分野においては、今後取り組むべき課題等が明確であったことから、各々の取

組事項における目標設定や成果指標についても議論を深めながら、次期計画期間において

取り組むべき内容を提言に盛り込みました。 

 「知・徳・体」をバランスよく育むことを目標に、学校や家庭、地域が連携し、子ども

たちが将来、伊達市に生まれ育ったことを誇りに、社会で生きていく力を育むための取組

が、今後はより一層必要になります。それとともに学校に求められる役割は、ますます増

大することが予想され、それらに対する方策の一つとして、今年度から全校で導入された

学校運営協議会を活用したコミュニティ・スクールの取組が、今後、一層充実することを

期待いたします。 

 一方、社会教育分野においては、「生涯学習」「歴史・文化芸術」「青少年・スポーツ」の

３分野について、それぞれ行政に期待することについて議論を深めることができました。 

 本格的な少子高齢社会のなか、市民一人ひとりが生涯にわたって多様な学びを実現する

とともに、伊達市の財産である歴史や文化に触れ、わがまちを誇りに思い、さらには、心

穏やかに潤いのある生活を送ることができるよう、文化・芸術に触れる機会を充実させる

取組が求められております。 

また、次の時代を担う子どもたちの健全な育成に向けた青少年事業や、心身ともに健康

な生活を送るためのスポーツ推進事業についても、すべての市民が潤いのある生活を送る

ため、幅広く気軽に参加できる工夫を期待するものです。 

 最後に、本提言が、次期計画において可能な限り反映され、様々な取組の推進によって、

本市の教育がますます発展することを心から期待いたします。 

 

 

平成 30 年２月 

伊達市教育振興基本計画策定委員会委員長  万 代  淳 
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１．学力向上 

   全国学力・学習状況調査の結果から、本市の児童生徒の学力は、国語科では、概ね

全国平均程度を維持しております。一方、算数科・数学科では、全国平均を下回って

いる状況にあります。 

   これからの社会を生きていくうえで、基礎的・基本的な学力を身に付けることは非

常に重要であることから、各校において学力学習改善プランを作成するとともに、こ

のプランに基づく学習指導の工夫・改善を継続的に進めることが重要になります。 

   また、全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙における、「授業の内容がよくわか

りますか」という設問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と回答

した児童生徒の正答率が高い傾向が見られることは、学力向上の観点から、一つの指

針となり得ると考えます。 

 

２．特別支援教育 

   本市の特別支援教育は、各校の特別支援教育コーディネーターを中心に、児童生徒

一人ひとりのニーズに応じた個別の教育支援計画を作成し、支援や指導の内容充実に

努めております。 

   通常学級のなかには、障がいがあると診断されている児童生徒や障がいが疑われる

児童生徒が在籍している場合も見られます。しかし、特別支援教育は、インクルーシ

ブ教育の考え方のもと、障がいのある子どもたちが将来、社会を生きていく力をつけ

るためのものである一方、通常学級の子どもたちも障がいのある子どもと関わること

で障がいに対する理解を深めながら成長するなど、共に学び合うことが重要です。子

どもたち一人ひとりに適正な教育の場を提供することができるよう、学校や保護者、

関係機関がそれぞれの立場で特別支援教育について理解し、連携することが重要とな

ります。 

 

３．国際理解教育 

   次期学習指導要領においては、小学校中学年から「聞くこと」「話すこと」を中心と

した外国語活動、高学年から「読むこと」及び「書くこと」を加えて総合的・体系的

に扱う教科としての外国語が始まることとなっております。そのため、これまで以上

に小学校と中学校の教職員が連携を深めるなど、指導力の向上に努めることが必要に

なります。 

   一方で、英語をはじめとした語学教育ばかりではなく、外国人を交えてコミュニケ

ーションを図りながら、子どもたちが外国の文化や習慣に触れられる機会を創出する

など、本来の意味での国際理解教育の実現のため、市内の事業所や団体、地域などと

も連携した取組が必要であると考えます。 
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４．情報教育 

   情報活用能力には、「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画す

る態度」という３つの観点があります。 

   情報機器の発達が著しい近年、単に情報活用の実践力や科学的な理解だけでなく、

情報社会に参画する態度、いわゆる「情報モラル」を育成することが子どもたちにと

って最も大切であることは明らかです。 

   そのため、情報モラルの育成については、学校や教育委員会での取組だけではなく、

家庭や地域社会、ＰＴＡと連携した取組が求められると考えます。 

   また、次期学習指導要領においては、プログラミング教育が求められておりますが、

単に機器の操作にとどまらず、「プログラミング的思考」を育成することも、これから

の社会においては重要になると考えられます。 

 

５．キャリア教育 

   キャリア教育においては、将来、子どもたちが職業を持つ社会人として自立するた

めに必要な意欲、態度、能力を育成することが重要となります。 

   この場合、学校での特別活動を要としながら、小学校から中学校、中学校から高等

学校へつながる「キャリアパスポート」の仕組みを構築することや、地域の産業につ

いて理解を深めることを目的とした職場見学や職業体験を充実させるため、市内の事

業所や関係機関と連携した取組も有効であると考えられます。 

   あらゆる取組が複合的に機能することで、子どもたちが将来、伊達市で働きたいと

いう希望を持つきっかけになることを期待するものです。 

 

６．環境教育 

   わたしたちを取り巻く環境を大切にし、環境に配慮した行動がとれる子どもを育て

ることは、本市のみならず地球規模で求められていることは言うまでもありません。 

   そのため、学校教育分野においては、自然体験や社会体験活動を通じて環境問題に

ついて考える力を養うことが必要です。 

   現在、市内のすべての小中学校では、様々なかたちで環境教育に取り組んでいます

が、発達段階に応じて計画的・継続的な取組となるよう、授業内容について、より一

層の充実を期待するものです。 
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７．安全・防災教育 

   本市は、定期的に噴火を繰り返す有珠山を擁していることや、近年は自然災害が多

発し、その規模も深刻さを増していることから、安全・防災教育の充実は非常に重要

です。 

また、東日本大震災以降、津波被害の恐ろしさは我が国全体で共有されるようにな

り、このことは噴火湾に接する本市も例外ではありません。 

   そのため、各校の実情に応じ、警察や消防をはじめとした関係機関や地域社会と連

携し、これら自然災害を想定した実践的な防災訓練の継続的な取組は、子どもたちの

安全・安心のため非常に重要です。 

 

８．道徳教育 

   道徳教育は、子どもたちが自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自

立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目

標としています。 

学校教育においては、学校及び学級内の人間関係や環境を整えるとともに、ボラン

ティア活動、自然体験活動、地域行事への参加などの体験を充実すること、また、指

導内容が、子どもたちの日常生活に生かされることが大切です。 

そのため、評価に際しては、道徳科の学習状況や道徳性に関わる成長の様子につい

て注意深く見守るとともに、評価方法に関する教職員研修の充実など、客観的な評価

ができる取組も重要となります。 

 

９．生徒指導・教育相談 

   生徒指導・教育相談については、教職員だけでは対応が難しい事例が増えており、

スクールカウンセラーを継続して配置するなど、児童生徒が置かれている状況、抱え

ている問題や悩みに応じ、早期発見と早期対応を基本とした取組が重要です。 

また、不登校児童生徒の対応については、現在、「こどもの国 フェニックス」のボ

ランティアを中心とした取組によって一定の成果を上げており、評価されるところで

す。 

ボランティアの高齢化という課題もありますが、人生経験が豊富なボランティアの

対応が子どもたちにとって効果的であるという側面もあることから、行政はボランテ

ィアに対して必要な支援を今後も継続するほか、スクールソーシャルワーカーの配置

など、より多面的な支援策を検討することが必要です。 
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１０．体力・運動能力 

   体力は人間の活動の源であり、健康の維持のほか、意欲や気力といった精神面の充

実に大きく関わっており、生きるための重要な要素です。子どもたちの体力の低下は、

社会全体の活力にも影響を及ぼすことから、学校や家庭において、日ごろから運動に

親しませ、あらゆる活動の基盤となる体力を身に付けさせることが重要です。 

各学校においては、体力テスト等を活用して体力の状況を的確に把握するとともに

体力・運動能力の向上のための目標などを設定した体力向上プランをもとに、学校全

体で体育に関する活動を推進することが大切です。 

また、本市の子どもたちは、全国と比較して肥満傾向が高いことから、食育・健康

教育とも連動した取組が重要となります。 

 

１１．食育・健康教育 

   食育は非常にすそ野が広く、教育委員会や学校の取組だけで効果を上げることは困

難な分野です。 

学校教育における食育としては、まず給食指導が挙げられますが、だて歴史の杜食

育センターが平成 30 年１月から供用開始されたことで、これまでの調理場が抱えてい

た施設としての課題は解消されました。 

   今後は、新施設を有効に活用することはもとより、地場産食材の活用や栄養教諭の

派遣事業を継続的に実施するなど、児童生徒や各家庭に対する啓発活動を継続し、食

育の大切さをすべての家庭が理解するよう望ましい食習慣を身に付けさせるための継

続的な取組が必要です。 

 

１２．地域総がかりの教育 

   地域総がかりの教育を実現するためには、今後はコミュニティ・スクールを軸とし

た取組が中心になると考えられます。 

   本市では、すべての学校で学校運営協議会が設置されており、コミュニティ・スク

ールの仕組みは出来上がっております。今後は、この仕組みを活用しながら、保護者

や地域住民の教育活動への参画を推進するとともに、各校の教育活動に関する情報提

供に際しては、学校運営協議会を大いに活用するなど、コミュニティ・スクールの可

能性を多くの市民に理解してもらい、地域と一体になった教育活動に努めることが重

要となります。 
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１３．ふるさと創生教育の推進 

   ふるさと創生教育は、将来的に地域で力を発揮する人材を育成するため、キャリア

教育の一環として非常に重要となります。 

このような人材を育成するため、本市の歴史や文化、産業などあらゆる分野を網羅

した学習を、小中学校のみならず、市内の高等学校も含めて展開するなど、子どもた

ちの発達段階に応じた本市ならではのふるさと創生教育の充実が求められます。 

 

１４．異校種間連携・接続 

   「小１プロブレム」や「中１ギャップ」、「高１クライシス」などの問題を可能な限

り未然に防止するため、子どもたちが新しい環境に早く慣れることや、注意が必要な

子どもについて情報を共有することが必要です。そのためには、幼稚園・保育所等か

ら小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校といったそれぞれの節目における

異校種間の連携・接続は非常に重要になります。 

これらの異校種間の連携・接続を円滑にするためには、教職員間で指導方法などの

交流をより効果的に行うことが必要だと考えます。 

 

１５．幼児教育の充実 

   幼児期は、人間形成の基礎が培われる大切な時期であり、この時期に学んだことは、

生涯にわたって大切な経験となります。 

次期学習指導要領では、幼稚園・保育所と小学校・中学校との交流促進が求められ

ていることからも、関係者が連携して、子どもや保護者の不安を解消することや、負

担を軽減できる取組が必要であると考えます。 

 

１６．教職員の資質能力 

   信頼され、安心して子どもたちを託すことができる学校づくりのためには、管理職

のリーダーシップのもと、学校組織や運営体制の改善・充実に取り組み、教職員全体

の協働意識を高めることが重要です。 

近年は、教職員を取り巻く環境は急激に変化しており、児童生徒の指導だけではな

く、保護者や地域対応など多くのことが求められ、また、その長時間労働も社会問題

となっております。 

   ここ数年で「団塊の世代」が大量退職を迎えたことにより、教職員の若返りが進ん

だ一方、年齢構成のバランスが崩れている学校もあり、ベテラン教職員による若手教

職員に対する指導機会が少なくなるなど、効果的・効率的な校内研修に支障をきたす

ことも考えられます。 

   そのため、管理職に対する研修のほか、幅広い年代が参加する研修を継続的に開催

するとともに、質の高い研修内容とすることも重要となります。 



- 9 - 
 

１７．学校施設・設備 

   学校施設や設備の定期的な保守・修繕作業は、児童生徒や教職員の安全等を確保す

るうえで重要となります。 

本市の学校施設は、その大半が建設後 30 年を経過しており、今後は大規模修繕が必

要な時期を迎えますが、これらの修繕には、莫大な費用が必要となり、財政負担を可

能な限り平準化しながら進めることが必要です。 

また、将来的な学校統廃合の進捗状況によっては、修繕等そのものの必要性を慎重

に検討することが必要です。 

 

１８．校外安全対策 

   校外安全対策は、主として児童生徒の登下校時の交通安全や防犯を目的に、学校は

もとより、保護者や地域、市及び教育委員会等において、様々な取組が行われていま

す。 

   こうした取組にも関わらず、登下校中の交通事故が毎年１～２件発生していること

から、家庭や学校、地域や市、教育委員会及び関係機関が一体となって、これまでの

取組を一層充実させ、交通安全及び防犯教育を進めることが必要です。 

   

１９．学校再編等 

（１）小中学校の適正配置について 

   児童生徒が互いに切磋琢磨し、また、クラス替えなどにより多様な人間関係の構築

が可能になるなど、子どもたちの教育環境を考えた場合、本市の小中学校については、

一定以上の規模を持たせることが必要と考えます。 

具体的には、原則として１学年２学級以上を適正規模であるという考え方を基本に、

今後、学校の適正配置を進めることが必要と考えます。また、保護者や地域に対して

は、教育の質を保つうえで必要な学校規模、あるいは、次期学習指導要領との関わり

など、単に児童生徒数や学級数だけではない、具体的な根拠や必要性を示しながら、

学校の適正配置・適正規模について、丁寧な説明が必要となることは言うまでもあり

ません。 

 

（２）高等学校教育の推進について 

   北海道教育委員会が平成 29 年９月に策定した「公立高等学校配置計画案（平成 30

年度～32年度）」においては、平成 33年度～平成 36 年度には「伊達市内において、欠

員の状況や望ましい学校規模を下回る学校があることを考慮し、再編を含めた早急な

定員調整の検討が必要」という見通しが示されています。 

   このことから、近い将来、伊達市内の北海道伊達高等学校と北海道伊達緑丘高等学

校については、統合または間口減の可能性が非常に高いことは明らかです。 
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   これら２つの高等学校については、引き続き現在の学校規模で存続しつつ、各校が

特色ある教育活動を展開していくことは、単に教育という観点だけはなく、伊達市の

まちづくりという観点からも理想であると考えます。 

しかしながら、全国的な少子化に伴う生徒数の減少傾向によって、これら２高等学

校を含む胆振西学区の高等学校の再編の流れを止めることは現実的には非常に困難で

あることも予想されます。 

そのため、本市の高校生以上の世代に対する教育という観点から、取り組むべき施

策について、以下のとおり並列的に提言いたします。 

  ○北海道伊達高等学校と北海道伊達緑丘高等学校については、存続することが望まし

い。 

  ○両校の再編等が避けられない場合は、現在の両校を合わせた学校規模に再編するこ

とを北海道教育委員会に求めるべきである。 

  ○特色ある教育活動には高い学力も重要な要素の一つであることから、再編後の高等

学校においては、進学コース等の設置も検討するべきである。 

  ○市立中等教育学校については、設置と運営に伴う様々な課題を洗い出したうえで、

慎重に検討し、市民に説明することが重要である。 

  ○大学生を抱える世帯に対する給付型奨学金制度の創設について、検討するべきであ

る。 
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１．生涯学習 

生涯学習は、わたしたちが生涯にわたって行う学習活動です。わたしたちは、生ま

れるとともに、家庭を中心に学習を始めます。やがて、学校に通い学習を進め、地域

社会からもいろいろなことを学習し、成長していきます。学校を卒業して社会に出る

と、仕事に係わる学習や、豊かで充実した人生を過ごすための学習を続けていきます。 

このように、家庭・学校・職場・地域社会で行われるすべての学習が生涯学習であ

り、生涯学習はわたしたち一人ひとりの人生に深く係わっています。 

行政には、わたしたちが自分に合った学習を、多くの選択肢の中から選択できるよ

うな事業の展開を期待します。 

 

  市民講座等については、女性に比べ男性の参加者が圧倒的に少ないことから、男性

が受講しやすいような何らかの工夫をすべきであると考えます。平日開催ばかりでな

く、休日や夜間の開催や男性が受講しやすいメニューの選定、男性限定の講座を開催

するなどの検討もすべきであると考えます。 

   また、従来の教育委員会の主催では、様々な点で限界があることから、民間ならで

はのノウハウと柔軟性を活かし、多種多様な講座を開催できるよう、民間委託なども

検討すべきであると考えます。 

   さらに、メニューについて、市民のニーズを把握することで、従来思いもつかなか

った分野を開拓できる可能性があることから、広報紙などで希望を募るなどして、メ

ニュー選定の参考とすべきであると考えます。 

 

   女性リーダーの養成については、研修参加者の年齢が比較的高いことから、若い人

にも参加していただけるよう、企業等に働きかけ、従業員の参加を呼びかけるべきで

あると考えます。 

 

   社会教育事業全般で大滝区民は地理的な問題が大きく影響し、参加しにくい状況に

あるので、大滝区民も参加しやすいよう、何らかの工夫を行うべきと考えます。でき

れば、伊達地域と大滝区の両方の地域で開催し、両地域住民が交流を深められること

を期待します。 

また、特に長生大学については、大滝区から参加が容易になるよう移動手段確保の

問題を解決するための検討をすべきと考えます。 
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図書館については、本を読んだり借りたりするだけの施設ではなく、幼児は絵本に

ふれ、小・中・高校生は勉強をし、大人は調べものや資格取得対策など、それぞれの

世代が目的に応じて利用できるよう配慮し、また居心地よく過ごせる居場所としての

施設であることも大切な役割と考えます。 

そのため、幼児から高齢者までの居場所としての機能を充実させるとともに、市民

の様々なニーズを把握し、夜間の開館なども検討すべきと考えます。 

また、民間等のノウハウを活用し、新たな発想によるサービス向上を期待します。 

   さらに、建て替えなどの機会には、市民がより利用しやすいよう、快適な居場所と

してのハード面での工夫を深く検討すべきと考えます。 

 

２．歴史・文化芸術 

 （１）歴史 

伊達市には、未来まで伝えなければならない特色のある歴史と文化がたくさんあ

ります。行政には、市民がもっと歴史や文化に触れ合うことができ、このまちに愛

着を持ち、誇りに思えるような施設の整備や事業の展開を期待します。 

 

噴火湾文化研究所については、一般にはあまり広く知られていないうえ、知って

いても行きにくい状況にあります。さらに市民に知ってもらい、市民が気軽に行け

るような方策も検討すべきであると考えます。 

また、研究所の職員が常駐していないことから、ボランティアを活用するなどし

て、埋蔵文化財センターの遺物等も市民がいつでも見学できるようにすべきである

と考えます。 

なお、研究の成果や所蔵している史料については、新設する「だて歴史文化ミュ

ージアム」を活用して、積極的に公開するなどし、研究所の活動内容などをもっと

市民に知ってもらう方策を検討すべきと考えます。 

 

だて歴史文化ミュージアムで開催する企画展については、市内にあるものを展示

するだけではなく、遠くに行かなければ見ることができないようなものの展示やほ

かの博物館等と共同で巡回展の開催など、伊達市以外のものの展示についても検討

すべきと考えます。 

また、ミュージアムは集客ばかりを考えるのではなく、市民をほかの市町村の博

物館等に案内するような見学ツアー等も企画すべきと考えます。 

なお、ミュージアムで行う事業については、民間のノウハウを活用するなどして、

より魅力ある事業を展開していくことを期待します。 

 

 



- 16 - 
 

 市の文化財については、その内容や状況に応じて市の指定を進めるほか、道や国

の指定を目指した取組を進めるべきと考えます。 

 

だて歴史の杜には施設が集中しており、イベント開催時には車があふれています。 

だて歴史文化ミュージアムの開館に伴って、さらに駐車場が不足することが予想

されるので、駐車場対策もしっかりと検討するべきと考えます。 

 

（２）文化芸術 

   市民が心穏やかに、潤いのある生活を送るためには、芸術や文化活動の充実は不

可欠です。行政には、市民一人ひとりが自分の意思で自分に合った芸術や文化に触

れ合えるような機会の創出や仲間づくりを行えるような仕かけづくりを期待してい

ます。 

 

アートビレッジ文化館については、噴火湾文化研究所と同様に、一般に広く知ら

れていないこと、また、知っていても行きにくいので、さらに周知を図り、市民が

気軽に行けるような方策も検討すべきと考えます。 

 

アートビレッジ事業については、現状では絵画部門と音楽部門しか取り組んでい

ませんが、芸術の範囲は広いので、ほかの分野にも取り組むべきであると考えます。 

また、アートビレッジ事業は、ハイレベルな指導によって成果を上げつつありま

すが、子どもたちや初心者を対象とした事業を継続的に企画することによって、芸

術に興味を持つきっかけとなるような取組も行うべきと考えます。 

実際に絵を描く、音楽を演奏するという人はわずかであり、大多数は鑑賞する立

場であると思われることから、今後は、鑑賞の仕方を紹介するなど、多くの市民を

対象とした取組も行うべきと考えます。 

 

  宮尾登美子文学記念館については、現状の入場者数等を鑑みると、早急に違うか

たちでの活用を進めるべきと考えます。 

 

３．青少年・スポーツ 

（１）青少年 

    いつの時代も子どもは宝です。行政には、次の時代を担う子どもたちが健全に育

ち、時代の変化に順応できるたくましさと高い社会参画意識を備えたひととして成

長できるような機会を数多く創出されることを期待します。 
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青少年教育事業については、教育委員会が実施する以外にも、民間事業所等で実

施することが理想と考えます。新しく完成しただて歴史の杜食育センターで親子対

象の料理教室を開催するなど、民間事業所においても取り組んでいくよう働きかけ

ていくべきと考えます。 

また、インターネットやスマートフォンが広く普及している現代社会では、正し

い使い方やルールなどの情報モラルに関する教育は大切なことと考えます。学校教

育だけに任せることなく、青少年教育事業としても積極的に取り組むべきと考えま

す。 

さらに、大滝区からの参加者が少なく、また、大滝区のことを知る機会も少ない

と思われることから、大滝区で青少年教育事業を行い、大滝区と伊達地域の子ども

たちの交流機会を創出することも必要と考えます。 

   

（２）スポーツ 

スポーツの実践は、健康な生活を過ごすために最も有効なものの一つです。多く

の市民がスポーツに親しみ楽しんでいる一方で、全く取り組んでいない市民も多数

おります。 

行政には、市民が気軽にスポーツに取り組めるような環境整備やきっかけづくり、

仲間づくりの機会を数多く創出することを期待します。 

 

スポーツ推進委員については、青少年指導員にも共通していることですが、後継

者が不足していることから、単に成り手を探すだけではなく、引き受け易くなるよ

う、負担の軽減や待遇の改善も含めて、制度を見直すことも検討すべきと考えます。 

また、後継者育成の仕組みづくりやそれぞれの活動内容をもっと市民に知っても

らえるような広報活動も必要と考えます。 

 

まなびの里サッカー場は多くの利用者がおりますが、研修棟の利用は少なく、活

用方法を検討すべきと考えます。例えば、宿泊可能な施設に改修し、スポーツのみ

ならず、様々な社会教育の場として活用できるような方策を検討すべきと考えます。 

 

ハーフマラソン大会等、今後のボランティアの成り手を確保していくためにも、

ボランティアを育成していく仕組みの構築を検討すべきと考えます。 
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伊達市教育委員会教育長訓令第５号 

伊達市教育振興基本計画策定委員会設置要綱を次のように定める。 

平成 29 年４月７日 

伊達市教育委員会教育長 影 山  則  

 

伊達市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 教育基本法（平成 18 年法律第1 2 0号）第 17 条第２項の規定に基づく本市の教育

振興に関する基本的な計画（以下「教育振興基本計画」という｡)を策定するため、伊達

市教育振興基本計画策定委員会（以下「委員会」という｡)を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 教育振興基本計画の策定について検討し、教育長に提言を行うこと。 

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 30 人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 学校教育関係者 

(3) 社会教育関係者 

(4) 保護者の代表 

(5) その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条第１号に掲げる提言が終了した日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させて意
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見を聴き、又は説明若しくは意見を述べさせることができる。 

（部会） 

第７条 委員会は会議の効率的な運営を図るため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、部会長が欠けたとき又は

部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指定する部会員がその職務を代理する。 

５ 部会長は、部会の会議において検討した所掌事項について、その結果を委員長に報告

するものとする。 

６ 前条第４項の規定は、部会の会議に準用する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。 

（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会の会

議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 29年４月７日から施行する。 

 （伊達市教育計画策定検討会議設置要綱の廃止） 

２ 伊達市教育計画策定検討会議設置要綱（平成 20 年教育委員会教育長訓令第２号）は、

廃止する。 

（会議の招集等の特例） 

３ この訓令の施行の日以後最初に開催される委員会の会議及び委員の任期満了に伴い最

初に開催される委員会の会議の招集並びに委員長が互選されるまでの間の会議の主宰は、

第６条第１項の規定にかかわらず、教育長が行う。 
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伊達市教育振興基本計画策定委員会名簿（五十音順） 

氏 名 所属団体等 所属部会等 

猪 狩 庄 市 伊達市地域体育振興会連絡協議会 社会教育部会 

池 田 茂 樹 伊達市ＰＴＡ連合会 学校教育部会 

伊 藤 成 子 つどいサークル ドロップ 社会教育部会 

伊 藤 洋 子 伊達市立図書館運営協力会 社会教育部会 

岩 花 幸 子 大滝区地域協議会 社会教育部会 

大 家 利 基 伊達市ＰＴＡ連合会 学校教育部会 

小 倉   敬 公募委員 社会教育部会 

小 倉   拓 学校法人伊達育英学園 学校教育部会 

尾 上 明 美 ＮＰＯ法人伊逹メセナ協会 社会教育部会 

小 畑 次 男 公募委員 学校教育部会 

掃 部 一 夫 伊達市連合自治会協議会 社会教育部会 

吉 瀬 献 策 北海道伊達緑丘高等学校 学校教育部会 

小 西 朱 弓 公募委員 学校教育部会 

小 林 浩 路 伊達市社会教育委員会 社会教育部会長/副委員長 

櫻 田 琢 磨 大滝区地域協議会 学校教育部会 

佐 藤 直 哉 一般社団法人伊逹青年会議所 社会教育部会 

佐 藤   誠 伊達市文化協会 社会教育部会 

竹 村 幸 雄 公募委員 学校教育部会 

立 花 和 実 伊達市青少年問題協議会 社会教育部会 

寺 島 雅 廣 ＮＰＯ法人伊達市体育協会 社会教育部会 

浪 越   朗 伊達市文化財審議会 社会教育部会 

成 田 浩 司 伊達市校長会 学校教育部会 

万 代   淳 学識経験者 学校教育部会長/委員長 

増 岡 深 雪 特定非営利活動法人噴火湾アートビレッジ 社会教育部会 

山 崎   誠 北海道伊達高等学校 学校教育部会 

渡 邉 源 之 伊達市連合自治会協議会 学校教育部会 

渡 邊 ひとみ 伊達市スポーツ推進委員会 社会教育部会 
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伊達市教育振興基本計画策定員会 全体会議及び部会開催状況 

年月日 会議名等 議題 

平成 29 年５月 18 日 第１回策定委員会【全体

会議】 

 

(1)委員会の設置について 

(2)委員長選出 

(3)副委員長選出 

(4)部会員及び部会長指名について 

(5)次期教育振興基本計画の概要等について 

(6)会議スケジュールについて 

平成 29 年６月 20 日 第１回学校教育部会 

 

(1)学校教育の現状と課題について 

(2)部会の協議スケジュールについて 

(3)教育の質の向上を図る学校再編の促進 

 【学校適正配置】 

(4)学校施設・設備の充実 

(5)校外安全対策の充実 

平成 29 年６月 27 日 第１回社会教育部会 

  

(1)部会の協議スケジュールについて 

(2)生涯学習に関する現状と課題について 

(3)生涯学習に関する事業実績等について 

平成 29 年７月 20 日 第２回学校教育部会 (1)確かな学力の育成 

(2)特別支援教育の充実 

(3)国際理解教育の推進 

(4)情報教育の充実 

(5)キャリア教育の充実 

平成 29 年７月 27 日 第２回社会教育部会 (1)歴史・文化芸術に関する現状と課題について 

(2)歴史・文化芸術に関する事業実績等について 

(3)歴史・文化芸術に関する意見交換 

平成 29 年９月 21 日 第３回学校教育部会 (1)高等学校教育等の推進 

(2)環境教育の充実 

(3)安全・防災教育の推進 

(4)食育・健康教育の推進 

(5)道徳教育の充実 

(6)生徒指導・教育相談の充実 

(7)体力・運動能力の向上 

平成 29 年９月 27 日 第３回社会教育部会 (1)青少年・スポーツに関する現状と課題について 

(2)青少年・スポーツに関する事業実績等について 

(3)青少年・スポーツに関する意見交換 
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年月日 会議名等 議題 

平成 29 年 10 月 19 日 第４回学校教育部会 (1)地域総がかりの教育の推進 

(2)ふるさと創生教育の推進 

(3)異校種間の連携・接続の推進 

(4)幼児教育の充実 

(5)教職員の資質・能力の向上 

平成 29 年 10 月 26 日 第４回社会教育部会 (1)生涯学習に関する意見について 

(2)歴史・文化芸術に関する意見について 

(3)青少年・スポーツに関する意見について 

(4)提言書案について 

平成 29 年 11 月 16 日 第５回学校教育部会 (1)提言書案について 

平成 30 年 1 月 24 日 第２回策定委員会 

【全体会議】 

(1)提言書について 
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 確かな学力の向上を
　 めざす教育の推進

授業がよくわかると答えた
児童生徒の割合

小学校：国語95.0%/算数85.0%
中学校：国語95.0%/数学80.0%

小学校：国語78.0％/算数81.9％
中学校：国語80.3％/数学76.4％ B B B B B B B 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 特別支援教育の充実
個別の教育支援計画、指導
計画を策定している学校の
割合

小学校：100.0%
中学校：100.0%

小学校：100.0%
中学校：100.0% B B B B A A A 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 情報教育の充実
コンピュータ１台当たりの
児童生徒数

小学校：8.0人
中学校：9.0人

小学校：11.2人
中学校： 9.8人 C B B B B B B 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

４ 環境教育の推進
教科の学習以外において環
境教育に取り組んでいる学
校の割合

小学校：100.0%
中学校： 50.0%

小学校：100.0%
中学校：100.0% C B B B A A A 指導室

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　障がいのある児童生徒の適正な就学措置や、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を活用した校種間における効果的な引継ぎを行うなど、個別のニーズに対応した教育的支援を図ることができ
た。今後も引き続き、個に応じた一貫した指導を行う必要がある。

※　Ａ：達成、完了している　Ｂ：(達成に向かって)予定通り進捗中
　　Ｃ：着手したが遅延している、期待できるほど効果が上がっていない  Ｄ：未着手　－：中止・大幅な見直しが必要第１章　学校教育

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　情報教育機器の充実だけでなく、情報通信機器の正しい利用方法や「北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動」を活用した情報活用能力の育成や情報モラルの指導等、ネットトラブルの
未然防止に向けた指導を行った。今後も引き続き、情報活用の実践力や情報モラルの育成に向けた指導をさらに充実させていく必要がある。

担当課・係名事業 成果指標 目標値 計画策定時

　全ての学校において、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等を通して環境教育に関する学習を実施してきた。今後も引き続き、各学校の特色を生かし、さらなる内容の充実を図っていく必要があ
る。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

達成状況(H29)
実施状況※

 第１節　社会で活きる実践的な力の育成

担当課・係名

担当課・係名

小学校：国語75.0%/算数73.6%
中学校：国語72.2%/数学59.7%

　全国学力・学習状況調査、伊達市学力テスト、伊達市教育実践交流・研修会を実施し、学力の把握や学力の向上に向けた取組を実施した。
　また、学力・学習改善プランを全ての学校で策定したことで学習指導の工夫改善が図られた。計画策定時に比べ割合の上昇が見られることから、今後も引き続き、目標達成に向け各種取組を継続して
いく必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

小学校：100.0%
中学校： 60.0%

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

小学校：12.6人
中学校： 8.0人

小学校：70.0%
中学校：14.3%
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

５ キャリア教育の推進
「将来の夢や目標を持って
いる」と回答した児童生徒
の割合

小学校：95.0%
中学校：80.0%

小学校：89.2%
中学校：65.0% C B B B C C C 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

６ 国際理解教育の充実
英語の授業における英語指
導助手の派遣回数

小学校：300回
中学校：200回

小学校：239回
中学校：209回 C B B B B B B

学校教育課
学校教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

７ 社会の変化に応じた
　 高等学校教育の推進

市内高等学校への進学率 60.0% 49.0% - - - - C C C
学校教育課
企画総務係

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

実施状況※
事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)

54.4%

　学習指導要領（平成20年3月）の趣旨を踏まえ、学校教育において、①「生きる力」の育成、②知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等バランスのとれた育成に向けて取り組むことができた。特
に、学力や体力の向上という喫緊の課題に対しては、「伊達市教育実践交流・研修会」の実施や伊達市学力テスト、伊達市体力テスト等、各校における取組を充実させるための方策が具体的な実施につ
ながった。特別支援教育においては、平成25年6月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定に伴い、障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという
視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握してきた。
　また、各種研修において指導力の向上を図るとともに、特別支援教育推進委員会において適切な指導及び必要な支援についての検討を行ってきた。
　一方、キャリア教育については、新学習指導要領においても重要な視点であるため、校種や児童生徒の実態に応じた目標設定や取組内容の改善・充実を図っていく。

事業 成果指標

 ■第１節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

　伊達市内の高等学校の特色ある教育課程の編成に向け、「公立高等学校配置計画地域別検討協議会」の中で意見反映を行った。今後は、子どもたちや地域にとって魅力のある高等学校の構築に向け、
市内の高等学校との連携・支援を行っていく必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

担当課・係名

目標値 担当課・係名

　国際理解教育の充実に向けて、外国語指導助手を各学校に派遣することでネイティブな英語に触れ、諸外国の文化に興味をもつ取組を実施した。
　また、学習指導要領が改訂され、小学校３・４年生から「外国語活動」の必修化や、小学校５・６年生から教科としての「外国語科」がはじまることから、今後も引き続き、国際理解教育の充実を目
指し、より一層外国語指導の充実を図っていく必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　全ての学校でキャリア教育の全体計画を作成し、社会科や総合的な学習の時間において、地域や事業所の見学、家族・身近な人の仕事調べ、職場体験学習を実施してきた。今後も引き続き、関係機関
との連携を図りながら、学習内容の充実を図っていく必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

小学校：89.6%
中学校：70.0%

小学校：103回
中学校：293回
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 幼稚園教育の充実
小学校との交流活動、公開
保育回数

H26年度末でさくら幼稚園閉
園により目標設定なし B B B B － － －

学校教育課
企画総務係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 豊かな心を育む教育
　 の推進

人が困っているときは進ん
で助けていると答えた児童
生徒の割合

小学校：80.0%
中学校：80.0%

小学校：85.0%
中学校：80.0% B B B B A B A 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 健やかな体を育てる
 　教育の推進

スポーツをすることが好き
と答えた児童生徒の割合

小学校：95.0%
中学校：95.0%

小学校：74.6%
中学校：56.6% C C C C B B C 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

４ 体験的な学習・活動
　 の充実

総合的な学習の時間におい
て地域の人材や自然環境な
ど教育資源を活かした授業
の割合

小学校：40.0%
中学校：30.0%

小学校：38.5％
中学校：29.7％ B B B B B B B 指導室

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　特別活動や総合的な学習の時間等において、地域の人材や自然環境等の教育資源を活かした授業を行った。今後も引き続き、地域をフィールドとした学習の充実を図り、豊かな体験活動を充実させて
いく必要がある。

　全ての学校で道徳教育全体計画を作成するとともに、「朝の読書」等の読書活動を通して豊かな心を育む取組を全ての学校で実施した。今後も引き続き、道徳科における授業改善を図りながら、子ど
もたちが自己の生き方を考えるなど道徳性を養う必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

事業 成果指標 目標値 計画策定時

５回

小学校：75.0%
中学校：71.6%

小学校：76.4%
中学校：84.6%

事業 成果指標

成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

　幼稚園の園児が小学校生活にうまく適応できないことが問題となっていることから、小学校と交流活動等を目標に設定したが、平成26年度末で市立幼稚園が閉園となったため目標設定を削除した。今
後は、小学校と市内のすべての幼稚園、認定こども園や保育所が交流活動等の連携及び体制構築を図る必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

担当課・係名

目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第２節　豊かな心と健やかな体の育成

　小・中学校の全学年で体力テストを実施するとともに、全ての学校において児童生徒の実態に応じた「体力向上プラン」を作成するなど、体力・運動能力の向上に向けた指導を実施してきた。スポー
ツに親しむ態度を養っていくためにも、今後も引き続き、子どもたちの体力向上に向けた取組を行う必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

事業

実施状況※
担当課・係名事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)

達成状況(H29)
実施状況※

小学校：21.4%
中学校：14.7%

担当課・係名
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

５ 食育・健康教育の
   推進

朝食を毎日食べている児童
生徒の割合

小学校：100.0%
中学校：100.0%

小学校：96.9%
中学校：93.1% B B B B C C C

学校教育課
学校教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

不登校児童生徒の割合
不登校児童生徒がいなくな
る

小学校：0.3%
中学校：2.2%

いじめにあった児童生徒の
割合

いじめがなくなる
小学校：10.2%
中学校： 0.1%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

学校を支援する地域組織を
設置している学校の割合

小学校：100.0%
中学校： 60.0%

小学校：100.0%
中学校：100.0%

学校評議員を設置している
学校の割合

小学校：100.0%
中学校：100.0%

小学校：100.0%
中学校：100.0%

　平成29年度に市内すべての学校で学校運営協議会を設置し、地域との協働による学校づくりの体制整備を行った。
　また、地域に向けた公開授業や地域人材を活用した教育活動を実施し、学校評価を学校便りやホームページを使って公表するなど、PDCAサイクルの中で改善や充実が図られた。今後も引き続き、地域
と協働で学校づくり進めていく必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　平成28年度に「伊達市いじめ防止基本方針」を策定するとともに、生徒指導全体計画の見直しやいじめの早期発見・解決、教育相談の充実に向けた校内研修を全ての学校で実施した。今後も、いじめ
の未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組を行う必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　食育については、栄養教諭を派遣し食習慣指導や、「学校便り」等を活用し、啓発活動を行うとともに、さらなる取組の改善・充実が必要である。
　また、健康教育については、児童生徒の成長に必要かつ重要な取組であることから、授業や特別活動等を通じて、心身の健康の保持増進を図るための実践力を身に付けることができるよう、食育セン
ターや保健センターと連携し有効な事業の展開を図る必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

C B B B A A A 指導室

　豊かな心や健やかな体を育成するため、道徳教育推進教師を中心とした道徳教育の充実や、伊達市体力テスト結果を踏まえた体力向上プランの作成、また、食育全体計画等に基づいた各校における具
体的な実践を通じて食育・健康教育の充実が図られた。
　さらに、いじめや不登校等については、市及び各校が基本方針を策定し、それに基づいた取組を進めてきた。今後も、方針の見直しや積極的ないじめの認知による早期対応や未然防止の取組を継続す
るとともに、生徒指導に係る体制の充実を図ることで、実態に応じた効果的な対応ができるよう取り組んでいく必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時

 第３節　信頼される学校づくりの推進

実施状況※
担当課・係名達成状況(H29)

B B B B B B B 指導室

計画策定時 達成状況(H29)

小学校：0.3%
中学校：2.9%

小学校：1.8%
中学校：0.5%

６ 生徒指導・教育相談
　 の充実

事業 成果指標 目標値

１ 開かれた学校づくり
　 の推進

小学校：40.0%
中学校：28.6%

小学校：90.0%
中学校：85.7%

実施状況※
担当課・係名

 ■第２節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

担当課・係名

小学校：96.5%
中学校：94.4%

実施状況※

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 特色ある学校づくり
　 の推進

総合的な学習の時間におい
て地域の人材や自然環境な
ど教育資源を活かした授業
の割合

小学校：40.0%
中学校：30.0%

小学校：38.5%
中学校：29.7% B B B B B B B 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 学校間の連携・接続
　 の推進

小中学校間での授業研究
会、参観日を実施している
学校の割合

小学校：100.0%
中学校：100.0%

小学校：100.0%
中学校：100.0% C B B B A A A 指導室

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

４ 教職員の資質向上
教育実践交流・研修会に参
加した教員の割合

80.0% 61.3% B B B B B B B 指導室

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

担当課・係名

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

　学習指導や生徒指導、授業等の交流を通して、教職員相互の児童生徒理解が深まり、発達段階に応じた子どもへの対応の充実につながった。今後は、高等学校等と連携も視野に取り組んでいく必要が
ある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

実施状況※

　コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を活用し、保護者や地域住民の参画しやすい環境を整え、開かれた学校づくりを促進していく体制を整えることができた。
　さらに、学校評価を通じ、学校が組織的・継続的にその運営の改善を図ることにより、保護者や地域住民に対する説明責任を果たすとともに、学校・家庭・地域の共通理解を深め、連携・協働の促進
を図り、教育の質の保証・向上を図ることにつながった。
　また、課題に応じた研修を推進し、教職員の資質・能力の向上に向けた取組を進めてきた。
　今後も引き続き、教職員の資質・能力の向上、学校力の向上を図り、信頼される学校づくりを推進していくことが必要である。

 ■第３節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

　地域の人材を活用した学習活動や地域の歴史、伝統や文化に触れる学習活動を実施することにより、地域への理解が深まり、特色ある学校づくりの推進してきた。今後も、より一層地域と協働で特色
ある学校づくりを行っていく必要がある。

達成状況(H29)

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　毎年研究指定校を指定して全教職員を対象とした公開研究会や伊達市教育実践交流・研修会等を通して、教職員の資質・能力の向上を図ってきた。今後は、研修内容や開催時期を見直し、より効果
的・効率的な研修の充実を図る必要がある。

小学校：21.4%
中学校：14.7%

小学校：40.0%
中学校：85.7%

事業 成果指標 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

27.6%

事業 成果指標 目標値 計画策定時

目標値 計画策定時
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 耐震化、防災機能の
 　充実

耐震化率
小学校： 75.0%
中学校：100.0%

小学校： 72.0%
中学校：100.0% B B B B B B B

学校教育課
企画総務係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 学校の安全対策の
   充実

スクールガードリーダーの
巡回指導回数

88回 88回 B B B B A A A
学校教育課
学校教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 少子化に対応した学
   校適正配置の推進

学校数
小学校：10校
中学校： 4校

小学校：10校
中学校： 4校 D D B B B A A

学校教育課
学校教育係

　保護者や地域の意見を踏まえながら学校の適正配置を行った結果、より良い教育環境の構築につながった。
  今後も、新教育振興基本計画に基づき学校適正配置を進め、教育環境の充実を図る必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　登下校時の交通事故防止や通学路の安全対策のため、スクールガードリーダを活用し下校時における巡回指導を行い、不審者対策に寄与した。
　また、平成27年度には「伊達市通学路交通安全プログラム」を策定し、学校、保護者、行政が連携し、子どもの安全を守るための、取組を構築した。引き続き、地域への安全啓発の他、児童生徒の交
通安全教室や防犯教室の実施により、学校の安全対策の充実を図っていく必要がある。

小学校：10校
中学校： 7校

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 ■第４節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

　学校施設の耐震化については、学校施設の耐震化率の向上を行った。
　今後は、築30年以上を経過している学校施設が大半を占めていることから、安全・安心な教育環境となるよう計画的に施設の大規模修繕や長寿命化を行っていく必要がある。
　また、新学習指導要領を踏まえ、一定規模の集団の中で多様な考え方に触れ、切磋琢磨できる教育環境を整備するため、文部科学省（「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」）
が示す「原則として、１学年２学級以上の学校を適正規模」を基本的な考え方としながら、子どもたちのより良い教育環境の整備に向け、学校の適正配置を進める必要がある。

実施状況※
担当課・係名

小学校：40.0%
中学校：92.0%

24回

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第４節　安全・安心な教育環境づくりの推進

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　「伊達市学校施設耐震化推進方針」に基づき、学校施設の耐震診断を実施し、耐震性が確保されていない施設については耐震補強を実施した。今後も引き続き、安全・安心な教育環境を整備し施設の
充実を図る必要性がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 心を育む体験活動の
   推進

青少年教育事業への参加者
数

400人 334人 - - C B A B B
生涯学習課

青少年・スポーツ係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 青少年団体活動の
   推進

北海道などが主催する各種
リーダー養成講習会及び姉
妹都市・歴史友好都市シニ
アリーダー研修交流会参加
者数

７人 ８人 C C C C A A A
生涯学習課

青少年・スポーツ係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 生涯にわたる充実し
   た学習機会の提供

市民講座・市民カレッジの
受講者数

300人 431人 B B B B A A A
生涯学習課
社会教育係

※　Ａ：達成、完了している　Ｂ：(達成に向かって)予定通り進捗中
　　Ｃ：着手したが遅延している、期待できるほど効果が上がっていない  Ｄ：未着手　－：中止・大幅な見直しが必要

　青少年団体と連携した事業を実施したことで、青少年団体の育成や活性化に繋げることができた。
　また、青少年を各種研修や交流会に派遣することで、リーダーシップやコミュニケーション能力、まちづくりに関心を持つなど人材の育成につながった。今後も引き続き、交流活動を通じて地域づく
りに参画する人材の育成を行う必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

事業 成果指標 達成状況(H29)

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

 第１節　ふるさと意識を育て地域づくりに参加する青少年教育の推進

担当課・係名

 ■第１節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

　心を育む体験活動の推進は、体験学習の機会を提供することにより多くの人と触れ合うことができ、ふるさと意識や社会参画の意識高揚が図られるとともに、心身ともに健全な青少年の育成を推進す
ることができた。
　しかし、大滝区からの参加者が少ないことや青少年事業への参加者が少ないという課題が浮き彫りになった。
　また、青少年団体活動は、リーダーシップやコミュニケーション能力、まちづくりに関わる大切さを育む活動を行った結果、青少年の健全育成を図ることができた。
　今後も引き続き、子どもたちが様々な体験活動を通じて、社会性や協調性、そしてふるさとを愛するこころを育み、地域づくりに参画することができる人材の育成を行う必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第２節　主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくりの推進

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

６人

308人

947人

目標値 計画策定時

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　家族や地域とのふれあい、体験を通じて学ぶ機会が減少するなどから、社会性や自立性を養うために、様々な体験と異世代間交流等の事業を開催した。今後も引き続き、様々な体験活動を通じて社会
性や協調性を育むことや、青少年健全育成のためサポート体制の充実を図る必要がある。

実施状況※
担当課・係名

　市民講座や市民カレッジなどアンケート調査による市民ニーズの把握や、勤めている人が参加できる開催時間の設定を行うなど、市民がより参加しやすい事業内容となるよう工夫したことから、様々
な分野にわたる学習機会を提供することができた。今後は、さらに多くの人が参加できる日程や様々な事業内容を展開していく必要がある。

第２章　社会教育
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 高齢者が健やかで豊
   かに学ぶ機会の創出

長生大学学生数 300人 235人 A A A A B B C
生涯学習課
社会教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 家庭・地域の教育力
　 の向上

PTA連合会研究大会における
参加人数

100人 144人 - - C C A A A
生涯学習課
社会教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

図書館登録者数  13,000人  15,124人
蔵書冊数 120,000冊 119,809冊
年間貸出冊数 175,000冊 151,763冊

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

５ 男女共同参画社会の
   推進

男女共同参画推進講座受講
者数

45人 29人 C C C C A A B
生涯学習課
社会教育係

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　男女共同参画社会の推進のため啓発活動を実施し、これまで、様々な分野の専門家を招いて講演会などを開催したが参加者数の増加につながらなかった。今後は、より関心を持ってもらえるような事
業を展開すべく、事業内容の精査を行う必要がある。

　市民講座や市民カレッジ、長生大学等による学習機会の提供を行ってきたが、事業内容により参加者数にばらつきがみられることから、今後もアンケート調査等により市民ニーズを的確に把握し、市
民が求める事業を展開するとともに事業内容の充実を図っていく必要がある。
　また、図書館は図書資料の閲覧・貸し出しのほか、来館者がそれぞれの目的に応じて利用できることも求められていることから、利用者のニーズ実現のためサービスの向上を図る必要がある。

 ■第２節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

４ 図書館機能の充実

　図書館運営協力会の提言等の市民意見を運営に反映し、図書資料の充実、学校・ボランティア団体と連携した読書普及事業の実施、図書館ネットワークサービス広域化事業等を行ってきたが、年間貸
出冊数が減少傾向にあることから、今後は、より一層利用者のニーズに合った図書資料の整備や各事業における周知活動等を徹底し、さらなる図書館機能の充実を図る必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

C C B B B B B 図書館業務係

実施状況※
担当課・係名

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　長生大学の人数においては学生数が減少し、同時に学生の平均年齢も高くなっている。今後は、長生大学の学生の中には、仲間づくりや同好サークルづくりを求める市外・道外移住者の方も存在して
おり、そのような方々は様々なスキルや人的ネットワークを持っている方が多いことから、そのような人材を最大限活用して学習プランの充実を図る必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)

263人

170人

  9,874人

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　PTA活動を通じて家庭や地域の教育力向上を目指すため、PTA連合会研究大会において講演会や学習会等を開催した。今後は、家庭、地域、学校が連携し、地域で子どもを守り育てる意識を高めていく
必要がある。

事業 成果指標 目標値

173,752冊
115,266冊

17人
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 芸術・文化活動の
   充実

芸術公演鑑賞者数 6,000人 7,171人 A A A A A B A
生涯学習課
社会教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 市民による創造型
   文化活動の推進

市民文化祭参加団体数 45団体

　　　　37団体
会員の高齢化等により市民文化
祭の参加団体は減少しつつある
が、市民サークル祭について
は、参加団体数、来場者とも増
加している。

B B B B B B B
生涯学習課
社会教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 芸術家の育成
絵画教室受講者数（画家育
成コース）

20人 12人 B B B B C C C
生涯学習課
社会教育係

※　Ａ：達成、完了している　Ｂ：(達成に向かって)予定通り進捗中
　　Ｃ：着手したが遅延している、期待できるほど効果が上がっていない  Ｄ：未着手　－：中止・大幅な見直しが必要

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　芸術家を育成するために、音楽・絵画分野において国際的に活躍している講師陣の協力を得て人材育成を実施した。今後も引き続き、事業の周知や普及活動を行っていく必要がある。

実施状況※
担当課・係名

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　市民総合文化祭は会員の高齢化等により参加団体が減少しているが、市民サークル祭は参加団体数や来場者とも増加傾向にあり、市民の文化活動に対する関心度は決して低くない。今後は、市民の文
化活動の支援を行っていく必要がある。

　芸術文化に興味を持つきっかけづくりとして、市民団体との共催による芸術鑑賞事業や、小中学生に対する芸術鑑賞事業を実施し、また、文化団体による自発的な発表の場である市民総合文化祭や市
民サークル祭等の開催を支援することにより、市民の創造型文化活動の推進が図られた。
　今後は、高齢化により構成員の減少等、運営に支障が出ている団体や独自の活動を実践している小さなサークルの活動も大切にしながら、地域に根ざしたより効果的な文化活動を推進していく必要が
ある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第２節　芸術・文化のひとづくり・環境づくりの推進

 ■第１節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第１節　個性あふれ、潤いのある地域文化の創造

3,594人

47団体

13人

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　小、中学生全員に芸術文化鑑賞機会を提供する「巡回小劇場事業」や、西いぶり定住自立圏による文化事業、NPO法人伊達メセナ協会等との共催による芸術文化鑑賞機会の事業を実施した。今後も引き
続き、市民が興味関心のある事業を展開していく必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)

第３章　芸術文化
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 受託美術品等の保管
   と有効活用

受託美術品等を一般公開す
る割合

30% 10%未満 B B B B C C C
生涯学習課
社会教育係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ 文化財の展示保管
   環境の整備

伊達市開拓記念館の入館者
数

20,000人 4,709人 B B B B B B C
生涯学習課
文化財係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ 文化財の保存と積極
   的活用

北黄金貝塚公園利用者数 15,000人

　　　　12,177人
利用者の数は目標に達していな
いが、記念館と迎賓館を含め、
文化財の積極的な活用によるイ
ベントの実施により、文化財の
価値と魅力を伝えている。

A A A A B B B
生涯学習課
文化財係

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　迎賓館においてはボランティア団体が七夕イベントや呈茶を企画開催するなど、市民による文化財を活かした取組みが行われた。
　また、史跡北黄金貝塚公園において、市民や観光客に対する文化財関連イベントを頻繁に実施し、市内外に当市の文化財の価値と魅力を周知した。今後は、文化財を後世に確実に引き継ぐため適切な
保存と活用を行う必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　伊達市開拓記念館が老朽化し、展示資料への悪影響が懸念されていることから、新たに「だて歴史文化ミュージアム」の整備を進めている。
　また、甲冑や古文書の修復や埋蔵文化財収蔵庫の整備を行うなど、文化財の展示保管環境は向上しつつあるが、既存施設の入館者数の減少に歯止めをかけられなかった。今後は、平成31年４月開館予
定の「だて歴史文化ミュージアム」を拠点に文化財の魅力をアピールする必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　受託美術品の展示については、展示場所や作品を扱える人材の不足等により、一般公開できなかった。
　しかし、平成30年度に北海道立近代美術館での一般公開につながったことから、今後は、平成31年4月に開館する「だて歴史文化ミュージアム」において一般公開するなど有効活用を行っていく必要が
ある。

　プロの芸術家の輩出には、まだつながっていないが様々な事業を通じ、芸術・文化に対し興味を持ち愛好する市民が増えてきている。
　今後は、「だて歴史文化ミュージアム」を最大限に有効活用し、様々な事業を展開しながら芸術文化活動の充実を図っていく必要がある。

 第３節　歴史・文化を活かしたまちづくりの推進

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 ■第２節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

8,574人

14,304人

10%
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

３ 指定文化財の保護対
   策と指定化の推進

国指定史跡の指定件数 3件 0件 B B B B C C C
生涯学習課
文化財係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

４ 広域的な文化資源の
　 活用の推進

市民啓発イベント数 20件 10件 - - - - A A C
生涯学習課
文化財係

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録の推進や、当市が事務局を務める「北海道縄文のまち連絡会」による道内の遺跡の活用に関連し、自治体間の広域的な連携により市民啓発イベン
トを実施した。
　特に、札幌市で開催した「考古学カフェ」は多くの来場者を得て、道内各地の遺跡の魅力をアピールできた。今後も引き続き、イベント啓発活動を行う必要がある。

　伊達市の歴史と文化を示す文化財の保護と活用の取組は、この７年間で次第に定着しつつある。例えば、迎賓館の改修工事とその後の七夕イベント等による活用や、洛中洛外図屏風等の修復と特別展
の開催、さらには亘理伊達家資料中の古文書を用いた能「摺上」の上演が市民有志により企画されるなど、行政だけでなく市民が主体となった活動へと発展している。
　また、国指定史跡の北黄金貝塚では敷地の追加指定が実現し、遺跡の全体を保護することが可能になったとともに、史跡を活用した「だて噴火湾縄文まつり」が市民団体を中心に継続されている。こ
れらの取組とも関連して、北黄金貝塚を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産の推薦候補に選定されるなど、着実に歴史と文化を活かしたまちづくりが結実しつつある。
　今後は、展示保管環境が整備された「だて歴史文化ミュージアム」において保存と活用をより一層推進する必要がある。

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　国・道・市指定の文化財の保護として、史跡の維持管理や記念樹木の剪定などを実施してきた。
　また、新たな文化財指定を行うため、若生貝塚の発掘調査と旧伊達邸跡に関する古地図の調査を実施した。今後も引き続き、指定文化財の保護と指定化の推進を行う必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 ■第３節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当

2件

19件

11 / 12 ページ （達成度評価調書）



H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

１ スポーツ活動の促進 スポーツ教室数 20教室 22教室 B B B B B A A
生涯学習課

青少年・スポーツ係

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２ スポーツ施設の整備
   ・充実

スポーツ施設等のべ利用者
数

400,000人 421,762人 B B B A A A A
生涯学習課

青少年・スポーツ係

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　総合体育館、まなびの里サッカー場・パークゴルフ場等、スポーツ施設の整備・充実を図った。今後は、さらにより多くの人に利用してもらえるよう運営面の充実を図っていく必要がある。

 ■第１節／総合評価（評価、取組み内容、目的達成度とその理由等）

　長年の課題であり、市民の要望が高かった体育館の建て替えが実現し、まなびの里サッカー場・パークゴルフ場が整備されたことも相成って、スポーツ・レクリエーション活動の場がさらに充実し、
市民の健康・体力・生きがいづくりに大きく資することができた。
　また、これら施設の管理運営の多くを指定管理化することで、管理運営の効率化と施設の有効活用が図られるとともに、積極的な自主事業（スポーツ教室、イベント等）が展開された。今後は、これ
らの施設を活かし、より多くの市民がスポーツに親しむ機会の充実を図る必要がある。

※　Ａ：達成、完了している　Ｂ：(達成に向かって)予定通り進捗中
　　Ｃ：着手したが遅延している、期待できるほど効果が上がっていない  Ｄ：未着手　－：中止・大幅な見直しが必要

事業の評価、取組み内容、達成度とその理由

　スポーツ団体の活動支援や各種スポーツの初心者教室の開催を行うことで、多くの市民がスポーツに触れる機会を提供することができた。今後も引き続き、様々な年齢や体力などのニーズに応じた生
涯にわたるスポーツを続けられる環境づくりを進める必要がある。

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

 第１節　スポーツ・レクリエーション活動の振興

事業 成果指標 目標値 計画策定時 達成状況(H29)
実施状況※

担当課・係名

第４章　スポーツ振興

16教室

222,262人
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